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2 月 4 日シンポジウムの記録



　日本共産党名古屋市議団団長の田口一登で

ございます。

　河村市政を検証するシンポジウムにお出か

けいただきましてありがとうございます。

　河村たかし氏が市長に就任してから８年が

たとうとしています。市民の皆さんは河村市

政についてどのように評価しておられるの

か。私たち共産党市議団が昨年の秋から実施

してきました市政アンケート、１万７５００通

を超えて回答を返信していただきましたが、

このアンケートでは、河村市政について「満

足」と「ある程度満足」が合わせて３９.２％、

「大いに不満」と「少し不満」が合わせて

３６.６％と評価が分かれています。

市政アンケートに記載された意見を見ます

と、河村市政に「満足」と答えた方からは「何

はともあれ自分の給料を下げている。それだ

けでも誰にもできることではない」という意

見など、市長給与の削減が評価する理由とし

て最も多く寄せられております。一方で「不

満」と答えた方からは、「品がない」「服装の

有松絞りはよいが着方がラフ過ぎる」といっ

た河村市長の個性や品性に関する意見が少な

くないのですが、河村市長の政治姿勢につい

日本共産党名古屋市会議員団

団  長  田口 一登
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ては次のような意見がありました。「目立つ

経済系のことには力を入れているけれども、

生活の本質的な部分、福祉系のことには力を

入れていないように見える。」「名古屋城木造

化、ＳＬ運行など税金の使い方がおかしい。

もっと福祉、教育に力を入れてほしい。」こ

うした意見こそ、河村市長の本質を見抜いた

意見だと私は思います。しかし、こうした認

識が市民の大勢にはなっていない。これが、

私たちが取り組んだ市政アンケートの結果か

らの実感です。

　そこで、本日のシンポジウムでは、河村市

長の一丁目一番地の政策であります市民税減

税に焦点を当てて８年間の河村市政を検証

し、名古屋市政の問題点を明らかにしたいと

考えております。今年４月には名古屋市長選

挙が行われます。本日のシンポジウムが市長

選挙に向けた市民的な議論を喚起していく契

機となれば幸いです。

　最後に、シンポジストとしてお話をいただ

く遠藤宏一先生と中村強士先生、そして、話

し合いに加わっていただくご来場の皆様に感

謝を申し上げて、開会の挨拶とさせていただ

きます。
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　私が今日この場で呼ばれましたのは、実は

レジメに報告参考資料ということで書いてお

きましたけれども、昔の同僚だった大木先生

などに誘われまして、「地域経済の将来を考

える研究会」というのに加わりまして、そこ

でここに揚げたような冊子 １）を刊行され

たのですが、そのときに、第１部の「名古屋

市民に直面する諸課題」の部分の第１章でい

 １）暮らしと地域経済に希望を　―名古屋経済の明日を考える―　（東海自治体問題研究所刊）

＊２年半にわたる「地方政治の乱」と「5％（恒久？）減税」の意味すること～市長と議

会側の痛み分け的な妥協による一応の決着に対し、当時のメデアや識者の論調では減税

効果や財政収支の見通しのたたない減税には多くの疑問符が。ただ一つ共通して一定の

評価を受けたのは、議会との対話を拒否してきた市長と議会が歩み寄ったという点のみ。

２－２ 減税効果と「政治のボランティア化」―議会改革と地域委員会制度―

（１）地方財政・地方税制度論等の視点からみた河村「減税」の問題点

①地方自治や地方財政のあり方・地方税原則（＝「応益原則」）から見た疑問→そもそも

標準税率を下回る「政策減税」は予定されていない（「超過課税」制度はあるが）。

②「減税」や起債依存を梃子に行政改革（職員削減や民営化）を推進するという手法→保

険・医療・福祉や教育を中心とする自治体の仕事の多くは人的サービスが不可避。また

将来の財政硬直化（ex：財政調整基金の取り崩し等）を招くような減税が恒久減税たり

うるか。

③地方交付税の交付団体（2010 年度から再び交付団体へ）でありながら、「標準税率」以下

の税率で課税するという全国の自治体に共通して求められている財政規律を踏みにじ

る利己的な政策（当時の井戸兵庫県知事や神野直彦教授らによる激しい批判、一方名古屋

市に先だって「10％減税」を実施した半田市は交付団体への転落により 1 年限りで廃止)
④10％なり 5％の一律減税は納税額の多い高所得者ほど減税額が大きくなる(不公平減税)

だけでなく、圧倒的多数の市民や中小企業への生活や営業支援等の経済効果もない(ちな

みに名古屋市の市議会財政福祉委員会への報告では、2015 年度個人市民税納税者１１０

万人のうち、減税額が 5 千円以下だったのが 53.4％の 59 万人余、法人市民税では減税

額 5 万円以下の法人が 92.8%と圧倒的比重)。
（２）「始めに減税ありき」という執念は何処から来たのか

＊「政治のボランテア化」への思い入れ？→→「市政改革ナゴヤ基本条例案」：第 2 条「基

本理念」(「・・・政治の職業化による集権化の進展が、住民の行政への参画の意欲や機

会を阻んでいる状況にかんがみ、自発性・無償性に基づく政治を実現するための改革」)
～～「地域委員会制度の創設」、市議会議員定数の半減・議員報酬の半減・連続 3 期を

超えた在職自粛等々の議会改革。さらには市民税減税とセットでの「減税寄付制度の創

設」(＝減税分を NPO 等への市民活動の寄付に誘導→市の担ってきた児童虐待対策・高

齢者福祉等の役割を市民ボランテアの手に移す etc.)
＊空想の「市民減税からボランティア都市へ」→副産物としての議員報酬 800 万円削減、

市議会側の「議会基本条例」制定、尻すぼみに終わった「地域委員会」のモデル実施

おわりに―幻の河村「庶民革命」―

＊河村市政の評価をめぐって→→後房雄氏（名大教授)：「自治体の首長には、政治家と経

営者の両面の資質が必要である。内側で密接に関わった経験から率直に河村市長を評価

すれば、政治家としての能力と人気は抜群の一方で、経営者としての能力と関心は極端

に低い。政治家としても、議会との対立構造をつくってアピールする面では卓越してい

るが、政治主導の行政経営をする面では乏しい」(2010 年 4 月 26 日、中日新聞：連載

＜名古屋の乱：河村市政の 1 年＞)
→→河村市長に仕えた市幹部：「個人商店主ならある意味で出色だが、大企業、市議会

与党の党首として部下を束ねるのには向いていない」、「自分の興味のある施策以外はほ

とんど口出ししない。人事も原案通り」、さらには「極意は市長の発言力をうまく利用

すること」と明かしたという(2013 年 3 月 21－22 日、「庶民改革を問う―名古屋市長選

を前に―（上）及び（中）」)
＊河村市政の現在

・「中京独立戦略本部」の創設と頓挫

・リニア新幹線建設問題の浮上と総合計画の策定

・愛知県政との確執(アジア大会誘致、大規模国際展示場建設問題ほか・・)
・市議会との対立の再燃？(市議報酬増額問題、名古屋城天守閣の木造建設問題等)etc.

＜シンポジュウム：検証！河村名古屋市政＞ 報告メモ 2017 年 2 月 4 日

河村「減税」の実態とその本質的問題
遠藤 宏一（元南山大学教授、大阪市立大学名誉教授）

＜報告参考資料＞

地域経済の将来を考える研究会（代表:大木一訓・梅原浩次郎）編

『暮らしと地域経済に希望を―名古屋経済の明日を考える―』(東海自治体問題研究所刊)
拙稿（第 1 部 1 章）「河村マニフェストと名古屋市政―河村市政の「減税」政策を総括する―」

⒈河村たかしのナゴヤ政策

＊河村「マニフェスト」の三点セット：

①「市民税 10％減税」、「市職員人件費総額 10％削減」、②「議会改革（特に議員定数

10％削減）」、③「地域委員会」制度創設

＊2009 年 11 月定例会議会:
「住民分権を確立するための市政改革ナゴヤ基本条例」の上程（＜資料１＞参照）

＊河村市政改革の特徴：結論的には、政策内容においては「民活や減税による経済活性化

論」の新自由主義の潮流を踏襲しながら、統治（カバナンス）論としてはそれとも異質

な統治構想を持ったもので、樹神成氏（三重大）によれば、「『選挙された長+企画集権』

型行政運営改革の、突然変異種が、河村氏の二元代表制否定論」であったとされている。

（東海自治体問題研究編『大都市自治の新展開―名古屋からの発信』2013 年、22 頁)

⒉「10％減税」問題をめぐる経緯とその問題点

２－１.減税条例をめぐる主な動き（＜資料２＞参照）

＜資料１＞市政改革ナゴヤ基本条例案

◎地域委員会制度の創設

新しい住民自治の仕組みとして、住民か

ら選ばれた委員により構成する「地域委

員会制度」を創設する。

◎市民税の減税

市民生活の支援及び地域経済活性化等の

ため、市民税の減税を実施する。

◎議会の改革

政治のボランティア化を実施するため、

以下の改革に取り組む。

・議員定数をおおむね半減

・連続 3 期を超えた在職の自粛

・議員報酬をおおむね半減

・政務調査費の廃止

・費用弁償の実費支給

・市民による本会議場での意見表明

・議員の自由な意思に基づく議会活動の

実施

・議員年金制度の廃止に向けた活動

◎市長の多選禁止

連続 3 期を超えた在職の自粛

◎実施の時期

2009 年度末までに、制度化を図るなど

所要の手続きを実施する。

（「読売新聞」2009 年 11 月 30 日付より）

＜資料２＞減税条例をめぐる主な動き

2009 年

４月 河村市長が「市民税 10％減税」を筆頭

公約に掲げて当選

６月議会 減税基本条例が継続審議

11 月議会 10％条例案に対し、市議会が「均等割

を 100 円にする」修正案を可決。

河村市長が再議

12 月議会 「均等割 100 円」修正案が否決。

10％減税条例案が可決

2010 年

２月議会 10％減税条例案を「1 年限り」とする

改正案が可決

４月議会 「1 年限り」を削除する 10％減税条例

案が否決

11 月議会 公明、共産がそれぞれ提案した独自の

減税案が否決

2011 年

２月 出直し市長選挙で河村氏が再選、

市議会リコール成立

３月 減税日本が出直し市議選で第 1 党に

９月議会 10％減税条例案が継続審議

11 月議会 ７％減税条例案否決

12 月臨時議会

市長が 5％減税条例案を提案

修正を加えて可決

（「朝日新聞」2011 年 12 月 23 日付より）
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きなり「河村市政の８年間を総括」せよと言

われて、私は政治学者じゃないので幾らなん

でも難しいんですけどと申し上げたんです

が、とりあえず私のやれる範囲で、結局目玉

は減税政策でしたので、それをどう財政学、

あるいは租税論の上から考えるべきかという

ようなことで、書いてみようかということで

書きました。それが目にとまったのか、今日

の河村減税の実態とその本質的問題という

テーマをいただきました。

河村マニフェストの三点セット
　１つは河村マニフェストですが、７０項目

ぐらいのマニフェストが最初つくられて、そ

れで選挙で勝って登場されたのですが、その

ときの目玉は３点セットとよく言われていま

したけれども、市民税の１０％減税、それか

ら議会改革、特に議員定数１０％削減、それ

から地域委員会、こういう３つが主要な公約

というふうに当時言われていたんです。その

後、当選後の６月議会で、＜資料２＞(Ｐ2参

照)になりますが、減税基本条例として１０％

減税を提案したら、これが廃止だったですか、

継続審議にされたことから、急遽いろんな形

で政治姿勢というか取り組み方が、僕らの目

から見ると強まってまいりました。

２００９年１１月定例会議会
　１１月議会に市政改革ナゴヤ基本条例案と

いうものを提案いたします＜資料1＞(Ｐ2参

照 )。これはもちろん否決されていますけれ

ども、ここがマニフェストと若干幾つかやっ

ぱり違う点があるように思うのです。まず

トップに地域委員会制度の創設が出てきて、

その後市民税の減税で、それから３番目に議

会の改革で、しかも政治の、これは後で具体

的に私の考えを申し上げますけど、ボラン

ティア化を実施するという用語が使われてお

ります。それで、議員定数をおおむね半減、

最初は１０％だったのが半減になっています

し、それから、特に議員報酬をおおむね半減

する。これは実際に途中で実現してしまいま

したけれども、こういう形のナゴヤ基本条例

案が出ます。僕はこの中に彼の、市長の本音

といいますか、かなりはっきり出ていたと

思っていますので、後にこの問題についてお

話をしたいと思っています。

減税条例をめぐる主な動き
　それで、具体的にはいろんな経緯がありま

したけど、これは新聞記事のスクラップです

が＜資料２＞のように２年半にわたって、地

方政治の乱と呼んだらいいような議会と市長

とのいろんなやりとり、議会と市長だけじゃ

なく市民を巻き込んでの、あるいは愛知県政

までも巻き込んでのいろんな動きがあったわ

けですが、最終的に５％恒久減税で決着を見

たわけですね。しかし当時の新聞を見ていま

すと、結局減税に意味を見出して評価してい

るという論調はほとんどなかった。私の見た

河村たかしのナゴヤ政策

「10％減税」問題をめぐる
経緯とその問題点
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限り全くなかったと言ったほうがいいかもし

れないんですが、とにかく何が評価されたか

というと、市長と議会側の痛み分け的な妥協

による一応の決着に対して、当時のメディア、

識者の論調では、減税効果や財政収支の見通

しの立たない減税には多くの疑問符がつけら

れていますが、ただ一つ共通して一定の評価

を受けたのは、議会との対話を拒否してきた

市長と議会が歩み寄ったという点だけだった

ように思います。問題なのは、そこまで市長

が減税に固執した理由は何なのかということ

がおそらく本質的な問題だと思いますので、

後にナゴヤ基本条例案をたどりながら、私の

考えたことをお話ししたいと思います。

減税効果と「政治のボランティア化」
―議会改革と地域委員会制度―
地方財政・地方税制度論等の

　視点から見た河村「減税」の問題点

　そもそも減税問題について、これをどう考

えておくかということなんですが、ここから

ちょっと専門的になるかもしれませんけど、

正直、私なんかはあまり河村減税に興味がな

かったんです。要するに、財政学から見てば

かばかしい話をやっておると、そんなふうに

見ていたんですが、どういうことかと申し上

げますと、これは財政学だとか地方自治論だ

とかいろいろ建前論みたいな、地方税論なん

かの、そういう理論的な話も含まれておりま

すのでわかりにくい点があるかもしれません

が、①ですが、地方自治や地方財政のあり方、

あるいは地方税原則に関して理論的には、地

方税の場合は応益原則という独自の原則が置

かれておりまして応益原則という、いわゆる

行政サービスに対応した応分の税負担をする

という考え方なんです。これに対して国税の

ほうは応能原則。これは負担能力のある人ほ

ど多くの税金を払えという累進課税等が典型

なんですが、ただし、地方税原則は国税とは

違っておりまして、応益原則なんですが、こ

の点から見て非常に疑問があるわけです。そ

もそも日本の地方税制度は標準税率というの

が定められておりまして、これは後でなぜ標

準税率があるかということは触れますけれど

も、例えば市民税の場合だと６％という全国

一応どの自治体も、何らかの理由がない限り

は採用すべき税率というのが定まっているわ

けですね。当然それよりも引き下げるという

ような政策減税、それで政策効果を達成する

というようなことは予定されていないので

す。ただし、必要があれば標準税率を上回っ

て課税してもいいよという超過課税という制

度はあるんですが、これは制度上、法律上認

められているんですが、そういう制度はあり

ます。そういうことから見てもちょっとおか

しな減税なんですね。

　それから②は、減税や起債依存をてこに行

政改革、あるいは職員削減や民営化を推進す

るという手法に対する疑問です。ご存じのと

おり、保健、医療、福祉、教育等を中心的な

任務としております自治体の仕事の多くは、

人のサービスが不可欠であります。これが公

共投資と違うところなんですけれども、人が

いなければそういう行政水準を達成できな
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い。それどころか将来の財政硬直化をまねき、

いわゆる財政調整基金という貯金を取り崩し

てまで、それを財源としてまで減税しなけれ

ばいけないようなものが、果たして恒久減税

足り得るのかという疑問があります。実は

これも詳しく話すと切りがないんですが、

２０００年代に入ってから、名古屋市は全国の

政令市の中でも行革先進市と言われるぐらい

非常に行革を進めてきた市です。それで、例

えば５,０００人以上の人員削減をやっているはず

なんですが、とにかく、そこでさらにまた減

税で行革を進めるという発想そのものが、市

民に対する福祉サービスだとか、あるいは職

員の人たちの力量とか、そういうものをみん

な削減してしまうおそれがある。これが２番

目の疑問でありました。

　それから、③なんですが、ここがちょっと

ややこしい話になるんですけれども、ちょう

ど減税をやろうという２０１０年度から名古

屋市は地方交付税の交付団体になりました。

交付団体というのはどういうことかというこ

となんですが、ここが専門的になって難しい

かもしれませんが、我が国の地方財政制度の

特徴は、これは世界に例のない、ある意味で

すぐれた長所でもあるんですが、建前上は全

国どこに住んでいても最低限の住民サービス

が受けられる。これは難しく言えば専門用語

でナショナル・ミニマム、あるいは日本語に

訳すと全国最低必要行政水準と言われます

が、どこの地域に住んでいても、例えば福祉

なら福祉、教育なら教育という領域で国の定

めた一定の水準のサービスを提供することが

要請されているんですね。これが戦後日本の

地方財政制度に入った、世界にもこれはあま

り例のない長所なんですが。そのために、先

ほど申し上げた住民税などは標準税率も定め

られているんです。ところが、ご存じのとお

り自治体にも貧富の差がありますから、その

税率で課税しても国が要請する最低限の住民

サービスが提供できない自治体もある。これ

は財政上、いわゆる貧困団体と言います。そ

のために国の今の制度では、国税のうちの今

５税ぐらいになっていますが、国税の中の法

人税だとか所得税の中から一定割合の財源を

留保いたします。それから、さらに多くの税

収が入るような富裕団体からは制度的に一定

程度を徴収する、取り上げると言ったらいい

んでしょうか、それで集めたお金を地方交付

税交付金という制度のもとでプールします。

だから、これは全国の自治体の共有財産とい

う位置づけになるわけですが、それを一定の

基準に従って財源が不足する自治体に再配分

する仕組みが置かれているわけですね。

　したがいまして、名古屋市の場合は、いわ

ゆる貧困団体の仲間入りをしてしまいました

から、地方自治体の共有財産、全国の共有財

産の中から地方交付税の交付を受けながら、

なおかつ標準税率以下の税金を課すというこ

とは、地方財政のあり方や財政規律から見て

看過できないことだとなります。この点につ

いては、実は税制調査会の会長をやった東大

の神野直彦さんだとか、あるいは当時の兵庫
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県の井戸知事だとかが厳しく新聞その他で批

判されております。それは、全国の自治体に

共通して求められている財政規律を踏みにじ

る利己的な政策であるとはっきりと名指しで

批判されているわけです。それで、この近辺

で見ましても、実は名古屋市に先立って１年

早く、半田市が１０％減税を実施したんです

が、１年やったら交付団体に転落したために、

１年限りでそれをやめました。そういう現実

も起きていたわけですが、これが３つ目です。

　④は、これはいろんなところでも指摘され

ております。共産党さんのビラの中でも随分

指摘されていますが、１０％だとか５％の一

律減税というのは、当然のことですが、納税

額の多い高額所得者の減税額は大きくなりま

す。これは不公平減税で、しかも、圧倒的多

数の市民や中小企業への生活や営業支援等の

経済効果もありません。これはちなみに名古

屋市議会の財政福祉委員会へ出された市から

の報告では、２０１５年度、個人市民税納税者

が名古屋市は１１０万人おられるうち、減税額

が５,０００円以下だったのが５３.４％。かつて

ばらまきで１万円の商品券が配られたような

変な政策が行われたことがありますけど、そ

れと比べてもほとんど効果がない。細かい数

字は言いませんけれども、例えば夫婦、子供

２人の４人家族で年収５００万の所得だと、

１年間の減税額は５,８００円ぐらいの数字で

す。法人市民税も同じでありまして、法人市

民税では、ここに書いたとおりですが、減税

額が５万円以下の法人が９２.８％で圧倒的な

比重です。

　この議会に報告された数字を見ていて改め

て思ったんですが、これは僕も、そもそも１０％

減税という言い方が非常にデマゴギーに近い

という感じがするんですね。なぜかというと、

１０％減税というのはどういうことかという

と、６％の市民税率うちの０.６引き下げて、

だから５.４％の税率を掛けます、０.６％だけ減

らしますよというだけですよね。５％減税な

ら５.７％で税金を課税しますよと。しかし、

１０％減税というと税額が１０％減税になる

のかなというイメージで受けとめてしまうん

ですね。私も今改めて思っているんですが、

そういう言い方そのものが誤解をうむ。わず

か今の６％の市民税率のうち０.３％だけ減税

になっているだけで、効果が小さいに違いな

いのですが。にもかかわらず、これによって

名古屋市によその市から移住してくる、ある

いは企業が移転してきますという宣伝がなさ

れましたけれども、名前は挙げませんが、あ

る御用学者、小泉構造改革を率先し推進した

学者なんかが盛んにそういうことをメディア

に書いていましたけど。考えてみてください、

引っ越しするためにどのぐらい経費がかかり

ます？　５,０００円ほどの減税を１年間やって

もらって引っ越してきますか？　

　それで、改めてご報告のための、この原稿

を書いていて思っていたんですが、問題なの

は、５％減税が実質的な生活支援に、あるい

は企業支援にならないとしても、先ほどの開

会のご挨拶でありましたように、それでも行
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おわりに
ー幻の河村「庶民革命」ー

革が進むことに共感ができる。公務員は給料

をもらい過ぎているじゃないかとか、そうい

う議論が市民に入ってしまう、支持されてし

まう、そこのところをどういうふうに突破す

るんだろうというのは改めて見ていて思いま

した。

河村市長「始めに減税ありき」

　　という執念は何処から来たのか

　私はマニフェストとか当時の新聞なんかの

スクラップとかいろんなものを見ていて思っ

たのは、核心はやっぱり政治のボランティア

化ということへの思い入れだったのではない

かと。要するに５％減税条例の成立を受けて、

市長のコメント、これは中日新聞だったかと

思いますが、「ほんとうは１０％にまさる喜

びはないが志を失わないことが重要」とコメ

ントしていますし、「減税というのは反権力

のシンボルである」という言い方をしている

んですね。それをたどってみると、どうもボ

ランティア化とは、市政改革ナゴヤ基本条例

案の第２条に、「基本理念として、政治の職

業化による集権化の進展が住民の行政への参

画の意欲や機会を阻んでいる状況に鑑み、自

発性、無償性に基づく政治を実現するための

改革である」と位置づけている。ここでトッ

プに地域委員会が出てくるんですね。それか

ら、以下、先ほど冒頭に申し上げたような内

容のものが出てくるわけですが。それで、減

税との関係で注意しておきたいのは、あまり

注目もされなかったかもしれないんですけれ

ども、「市民税減税とセットで減税寄附制度

をつくりたい、減税分をＮＰＯ等への市民活

動の寄附に誘導したい、市の担ってきた児童

虐待対策や高齢者福祉等の役割を市民ボラン

ティアの手に移す」、改めて新聞の過去のス

クラップをずっとたどっていると、こういう

ことを、いろんなところで言っているんです

ね。どうも「市民減税からボランティア都市

へ」と、こういう空想的な考え方を持ってい

たのではないかと。結果的に議会等を含めて

２年半にわたりやりとりがあったんですが、

ご存じのとおり地域委員会は尻すぼみに終わ

りましたし、ただ、副産物として議員報酬が

８００万に削減されたり、逆に市議会側から

議会基本条例が制定されたとか、いろんな動

きがございましたけれども、とにかくそうい

う現実だったと思います。

河村市政の評価をめぐって
　改めて、この河村市政というのをどう評価

するかということですが、後房雄氏という名

大教授の方ですが、この方が実はマニフェス

ト作成のときに、要するにアドバイザーとい

いますか、ブレーンとして加わっていた方な

んですが、市長はこの方の発想にものすごく

影響を受けているんじゃないかと思ったんで

すけど。この後教授はわずか１年後に市長と

決別するわけですけど、その決別したときに

何を言ったかというと、「自治体の首長には

政治家と経営者の両面の資質が必要だ」内側
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で密接にかかわった経験から率直に河村市長

を評価すれば、政治家としての能力と人気は

抜群の一方で、経営者としての能力と関心は

極端に低い。政治家としても議会との対立構

造をつくってアピールする面では卓越してい

るが、政治主導の行政経営をする面では乏し

い」ということを率直に述べておられます。

それから、同じく前の市長選のときの新聞の

コメントで河村市長に仕えた市の幹部の方

は、「個人商店主ならある意味では出色だが、

大企業、市議会、与党の党首として部下を束

ねることには向いていない。自分の興味ある

施策以外はほとんど口出ししない。人事も原

案どおり」だ。さらには、「極意は市長の発

言力をうまく利用することだ」というふうに

言ったということでした。これらの指摘は実

は僕は別のところで、ある研究会で一年間、

河村市長の下で総務局長をやられた方の報告

を聞いたことがあるんですが、どうも当たっ

ているようであります。

　そういう状況でこの８年間来たのではない

のかなと。これ以降のことについてはまだい

ろいろしゃべれば切りがありませんが、私の

書いた原稿のほうもまた興味があったら読ん

でいただくことにして、終わらせていただき

ます。
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はじめに

乳幼児期の貧困とは

　私が今からお話しする話はとてもシンプル

です。子どもが発達する権利あるいは保護者

が働く権利を保障するために保育園はとても

大事だ、待機児なんて問題である。当然それ

は事実なんですけれども、子どもの貧困を解

消するためにも保育園、特に公立保育園がと

ても重要だという話を私はしたいと思います。

　長野県下伊那郡の阿智村に保育園がありま

す。私は阿智村の保育行政に携わっています。

阿智村を皆さんご存じですか？伝統的な観光

地・昼神温泉、最近では日本一の星空。さら

に皆さんおそらく関心があるのは満蒙開拓平

和記念館、それらがある阿智村なんです。そ

こにこの３年間ほどかかわらせていただい

て、今も、保育・子育て支援の行政に携わっ

ています。この阿智村をなぜ取り上げたかと

いうと、ここは公立保育園のみ５カ所あるん

ですけれども、そのうち３カ所ぐらいは子ど

もが１０人いるかいないかなんです。それで

も統廃合しないんです。もちろん時の村長は

統廃合の方針を出しますが、地域住民が反対

してそれをストップさせている。地域住民が

反対しています。保育行政、子育て支援の行

政についても、名古屋市民が関心が持てるよ

うな名古屋市にしたいと思っています。

　今日のテーマは子どもの貧困と公立保育所

の役割です。子どもの貧困といっても、乳幼

児期の貧困に特化してお話ししたいと思いま

す。子どもの貧困自体は、例えば私が一番衝

撃を受けた事例は中学生で総入れ歯という事

例です。大阪の中学生の話。小さいころから

虫歯ができても歯医者に通えなくて、放置し

て、中学生の段階で歯が全部なくなってし

まったという事例です。あるいは学校給食が

その日の１日のエネルギー源で、学校がない

夏休み期間は１０キロ痩せてくるとか、傘や

かっぱが買えないので雨の日は無断欠席する

とか、そういう子どもたちが今日本にいると

いう話なんです。そんな子どもがごろごろい

て、子どもの貧困自体はそういった目立つ、

「貧しい」とわかりやすい子どもだけじゃな

くて、ほかに、見た目ではわからない、スマー

トフォンを持っていたり、着る服もぼろぼろ

じゃない、きれいな格好をしているけれども、



-10-

2 . シンポジストの報告
子どもの貧困と公立保育所の役割

希望する高校とか大学に進学できないという

子どもがどんどん増えてきて、それを何とか

したいという思いでいるわけです。

子どもの貧困とは
　子どもの貧困の定義とは、子どもが経済的

困難と社会生活に必要なものの欠乏状態に置

かれ、発達の諸段階におけるさまざまな機会

が奪われた結果、人生全体に影響を与えるほ

どの多くの不利を負ってしまうことだと、長

崎大学の小西さんが定義しています。お金が

ないという貧困が、お金がないという問題だ

けではなくて、さまざまな段階で多くの機会

が奪われて社会的不利を負うという話です。

経済的困難、お金がないという問題から派生

して、不十分な衣食住、虐待、ネグレクトと

深くかかわっていたりとか、低学力・低学歴

と深くかかわっていったり。自己評価が低い

というということにかかわっていたり、不安

感、孤立感、あるいは孤立・排除とも深く結

びついているということがいろんな研究で明

らかになっています。そのことが子ども期だ

けの問題ではなくて、その子どもはやがて大

きくなるので、若者の段階になって貧困から

脱出できなければ若者の段階で貧困を引きず

り、その若者がまた年をとって大人になった

らまた貧困を引きずり、大人になってから我

が子を産んだときに、また、生まれた子ども

は何の罪もないのに貧困化の中で生まれ育っ

ていくわけです。そういった問題で、何とか

して子どもの貧困、あるいはより幼い時期、

乳幼児期の貧困を解決しなきゃいけないとい

うことになります。

　さて、乳幼児期の貧困問題で２つデータを

示したいと思います。１つはこのグラフです。

１９８４年、１９９４年、２００４年の段階で、

貧困率が年齢段階別でどのように推移してき

たかを示すグラフです。簡単にインターネッ

トから手に入るのでごらんください。黄色い

のが１９８４年で一番古いもの、その次に水

色で、最後にピンク色です。見てわかるとお

り、１９８４年段階はどちらかというと高齢者

が貧困だった。貧困率が高かった。けれども、

高齢者の貧困率は２００４年になるまでにど
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んどん下がっていく。逆に貧困率が増えたの

が５歳未満です。最も幼い子どもが最も貧困

である。これが１つのポイントです。

　もう一つは、それと関係があるお金の使い

方の問題です。これはＯＥＣＤ先進国のデー

タですけれども、子どもにどれだけ公がお金

を使っているかということを示すグラフで

す。一番左がゼロ歳から５歳に公がお金を

使っている。真ん中が６歳から１１歳、右が

１２歳から１７歳です。見ていただくとわか

るように、６歳から１１歳、あるいは１２歳

から１７歳の日本の子どもに対するお金の使

い方は、ほかの先進国とそれほど差がないわ

けです。それでも平均より低いんですけど。

ところが、最も幼いゼロ歳から５歳の子ども

に対するお金の使い方は、ほかの先進国と比

べて半分以下しか費やしていないという事実

を知っていただきたい。これが２つ目です。

ある研究会での事例提供
　２００９年、ある一定期間で愛知県内の保

育関係者と一緒に研究を進めました、愛知県

内の子どもの貧困の研究です。そこで聞いた

Ｂ保育園の話です。年長さん、Ｔ君の話です。

父親はブラジル人で行方不明で母親が２０代

後半、小学校３年生のお兄ちゃんがいて、お

母さんのお母さん、おばあちゃんとお母さん

と２人兄弟の４人で生活をしていた。お母さ

んによる深夜のコンビニと水商売が家計収入

で支えていた。お兄ちゃんは小学校３年生で

すが、年長のＴ君、弟にカッターナイフを突

きつけたことがある。何があったかは知りま

せんけれども。目の前でおばあちゃんとお母

さんがけんかして、お母さんが、好きで産ん

だわけじゃないと言ってしまった。それを聞

いていた年長のＴ君が、俺なんか生まれてこ

なければよかったというふうに言ったと。

　保育園でどういう姿を見せるかというと、

友達とうまく遊びが進むときは思い切り遊び

込めると。製作活動も集中力が要りますけれ

ども、最初うまく取りかかったときはすごい

集中力を見せている。普通に保育者に寄り添

うこともできていた。けれども、思いどおり

にならなかったときにその姿は豹変をして、

目つきが変わって保育者をてめえと呼ぶよう

な姿に変貌するわけです。暴れる、殴る、蹴る、

ものを投げる。砂場の屋根に上り、おりてこ

ないという事例です。こういった子どもって

昔からいたんですけれども、こういった子ど

もって特に親の愛情を受けてこなかった児童

養護施設であるとか、そういった子どもたち

にほぼ限定されていたと言っても過言じゃな

いかと思うんです。しかし、そういった子ど

もの姿が、児童養護施設に入所するような子
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どもだけではなく、普通に保育園とか、ある

いは小学校で見せる子どもたちの姿になって

きてしまったと言えると思います。

　年長のＴ君、続きです。どういうふうにこ

の保育園では対応してきたかという話です。

こういう事例をつかんでいるということは、

この保護者、子どもと保育園自体は信頼関係

で成り立っているということはわかりますよ

ね。こういう対応をしてきたわけです。保育

者とマンツーマンは当然ですよね、やりとり

をして、やはり一部口論になってしまいます

けれども、数十分で済む、落ちつく場合もあ

れば、１時間程度かけないと落ちつかない場

合もある。途中は子どもたちが喜ぶようなス

キンシップを試みても殴って拒否されてい

た。年長のときに、この子は体がとても大き

いから、ほかの子どもたちはおびえて、気を

使って接したり言いなりになったりしていた

と。保育者も怖いのでおびえて接すると、ほ

かの子どもへの怒りを保育者に向けるのでよ

り怖くなってしまう。お母さんが機嫌がいい

ときは思いっきり甘えるような姿も見せたり

する、赤ちゃん言葉を見せるというこれも児

童養護施設で見られるような子どもの姿だっ

たんですけれども、そういう一部特定の子ど

もだけではなくて、広く、まだ全ての保育園

とは言いませんけれども、地域によっては保

育園の中で複数見られる事例になってきてし

まったと思っています。

　こういった事例を一緒に研究する中で、既

に数年前に他界された神田英雄先生が事例を

踏まえてこのように整理をしました。乳幼児

期の貧困を構造的に把握すべきだと。一番上

の「子どもの精神的・身体的貧困」が、今私

が説明したような現象になるわけです。その

背景に何があるんだろうか。それをどう捉え

たらいいのか。２つあるのではないかと思っ

ています。１つは、家族自体が貧困であると

ころから、ストレートに子どもの貧困現象に

結びつくのではなくて、その間にさまざまな、

ここでは媒介要因と書いてありますが、精神

的諸問題であるとか、人間観がゆがんでいる

こととか、家庭内や家族間の諸問題が複雑に

結びついているとか、保育所に対する考えが

変わっていたりとか、そんな媒介要因があっ

て、家族が貧困な上に、そういう媒介要因が

プラスアルファされて子どもに貧困状態があ

らわれてくるんじゃないか、それがポイント

の１つです。

　２つ目は、一番下に何が書いてあるかとい

うと、家族の貧困の背景に競争原理と自己責

任論という言葉と、理念なき福祉行政という
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言葉が書いてあります。今思うと、もう少し

神田先生にこの点を聞いて深めなきゃいけな

いと思うのですが、今それがかなわなくてと

ても残念です。私たちの課題と受けとめてい

ます。家族の貧困がいきなり発生するんじゃ

なくて、その背景に我が国の競争原理や自己

責任論、あるいはそれに対応できない福祉行

政、そんなことがかかわっているのではない

かという神田先生の分析は、私は適切ではな

いかと思っています。

名古屋市保育所保護者1万3千人調査
　名古屋市の公立保育園保護者が年々減って

はいるといってもまだたくさんいます。その

名古屋市内の公立保育園と民間保育園合わせ

た全ての保育園にアンケート調査を私がしま

した。２０１２年です。当時は公立保育園が

１２０カ所あって私立が１８６カ所ありまし

た。対象が３万５,００８名。アンケートを回

収して、その後回収した調査票の中で有効だ

と判断できたのが１万３,６４１通だったので

１万３,０００人調査と呼んでいますが、回収

率は４０.２％になります。そこで４階層に分

けて、貧困層を年収１５０万円世帯に設定し

ました。ほとんど母子家庭です。幾つかの分

析結果が出たんですけれども、この３つはそ

の一部です。

　１つ目が、貧困層１５０万円世帯はほかの

階層と比べて保育所利用を消極的に捉えてい

るという事実です。貧しい家庭ほど、本来は

我が子は自分で育てなきゃいけないけれども

保育園に通わせている自分がいる。そんな感

覚を持っているという話です。所得が高くな

ればなるほどそういった考えは少なくなっ

て、保育園の入所を権利だと考えているとい

うことがわかった。

　２つ目。先ほど子どもの貧困の構造図で、

貧困が虐待、ネグレクトと結びついていると

いう話をしました。これが私の調査結果でも

明らかになりました。所得が低くなれば同じ

ことの繰り返し、解放されたい、我慢してい

るという育児ストレスを抱えやすかった。そ

のストレスの発散方法として、ついつい当

たった、ついつい叩いた、厳しく叱ったとい

う養育態度になる。所得に比例してこういう

数値が上がるんです。

　３つ目。２００名を超える保育所利用者が

「世話に関心ない」と答えている。この調査

は１万３,０００人調査なので、２００名といっ

たらパーセンテージでいうと０.数％なんで

すね。だから無視していたんですが実数にし

たらどうかと。実数にすると２００名になる

んです。名古屋市の保育園の保護者、そのう

ち２００名が、自分の子どもを保育所に預け

ているにもかかわらず世話に関心がないと答

えている。これは深刻な問題だと私は受けと

めました。

　私は、沖縄の貧困調査にも携わりました。

その調査結果から沖縄の子どもの貧困が全国

平均の倍あった。全国平均は６人に１人が貧

困ですが、沖縄の子どもは３人に１人が貧困
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と明らかになったんです。その調査に私は関

与したので、その沖縄の独自の調査を受けて

愛知県が今回子どもの貧困調査をし始めまし

た。そのメンバーに私は携わらせてもらって、

いよいよ今年の４月に中間報告を出す予定に

なっています。愛知県の子どもの貧困調査と

いっても、名古屋市も含めた愛知県の貧困調

査です。ですから、名古屋市とほかの市町村

ではどのくらい貧困実態が違うのかというこ

とがおそらく浮き彫りになると思うので、楽

しみにしていただきたいと思います。

　２つ目、乳幼児期の重要性の話をしたいと

思います。世界の趨勢は乳幼児期に力を入れ

ています。だから、乳幼児期にお金をかけな

い日本というのは世界に逆行しています。で

は、なぜ世界は乳幼児期に力を入れているの

か。いくつかの調査結果があります。ここに

紹介したのがペリー就学前プロジェクトとい

う調査の結果です。結論は、乳幼児への公的

投資効果は大きいというものです。１９６２年

から６７年にアフリカ系低所得５８世帯の

３、４歳の子どもを２つのグループに分けて、

１つのグループは勉強や家庭訪問を保障す

る、もう一つの３、４歳グループは何もしない。

そんなことはなかなかできないんですけれど

も、さすがアメリカだなと思うんです。さら

に、そうした勉強や家庭訪問をしながら、そ

の子どもが４０歳になるまで追跡調査をする

んです。勉強といってもドリルをやらせると

いうわけではなくて、真ん中に書いたように、

子どもが自分で考えた遊びを実践して毎日復

習するように促したと。復習は集団で行って

子どもたちに重要な社会的スキルを教えた。

　例えば、一方的な勉強をやれといって計算

ドリルをやらせる、典型的な日本でありがち

な勉強方法ではなくて、今はやりのアクティ

ブラーニング、そのような教育をしてきたと

いう話です。そういった教育、家庭訪問を受

けた子どもと全然受けなかった子どもと４０

歳になるまでにどういう変化があったか、違

いがあるか。

　教育を受けたほうは学力検査の成績はよ

かった。これはわかりますよね。学歴も高かっ

た。残念ながらそういう結果があらわれたん

です。やっぱり勉強が必要なわけです。特別

支援教育、サポートが必要な子どもが少な

かった。こういう差は何となくイメージはで

きるかと思うんですけれども、ただ、勉強が

できたといっても、ＩＱの高さは４年間しか

差が出なかった。あとは一緒だったという話

です。じゃ、何が差ができたか。何が差がで

きて次のような結果があらわれたか。

　例えば４０歳になるまでに月給２,０００ド

ル以上得た人は、被験者、つまり教育を受け

てきた人は２９％で、対して受けなかった人

は７％にすぎなかった。あるいは持ち家率

３６％に対して教育を受けなかった人は１３％

しか得られていない。あるいは生活保護の被

受給者率、生活保護を受けていない大人割合

です。これも教育を受けてきた人のほうが

４１％で倍以上なわけです。このような結果

をもたらしたのは学力だけじゃなく、最も意
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味があったのが非認知能力と呼ばれるものな

んです。乳幼児期に育てるべきは非認知能力

だということが世界中知られるようになりま

した。非認知能力は認知能力の逆なので、学

力以外の性格的なものを指しています。自己

認識だとか、意欲であるとか、忍耐力とか自

制心、我慢する力。考えてみればこういうこ

とって大事ですよね。しかも、小学校に上がっ

てから、どちらかというと幼稚園、保育園で

育っているものです。乳幼児期に非認知能力

を育てられた子どもが小学校、中学校、高校

で花開く。想像すればわかるんです。しかし、

調査結果で明らかになったことが重要なわけ

です。

　公立保育園の役割についていくつか提案を

したいと思います。保育園が大事だというの

は言うまでもないんですが、より公立保育園

が大事だという話。

保育は子どもの貧困を減らす効果が高い
　１つ目は、柴田悠さんという経済学者が本

にこう書いています。結論は、保育は子ども

の貧困を減らす効果が高いと長期的に見れ

ば、保育サービスは子どもの貧困の親子間の

再生産を減らし、社会保障の長期的な投資効

果を高めそうだと。その点で、保育サービス

が子どもの貧困の予防に貢献する総合的な効

果は、本省の分析で指摘された短期的効果よ

りももっと大きい。いろんな保育サービス以

外に、これはどうだ、あれはどうだと分析し

てみて、それらよりもずっと保育が重要だと。

さらには、保育サービスは社会保障の投資効

果を高めることにも貢献する。経済学者から

してもいいことずくめなわけです。

保育所の重要性と課題

ー「保育所は貧困の防波堤」ー
　２つ目は、重要性と課題について話をした

いと思います。

　子どもの貧困対策に照らして、保育園がそ

もそもなぜ重要なのか。私は６つ理由がある

と思っています。１つ目は、子どもが発達す

る、生活する場所であるから。しかも幼い、

ゼロ歳のときから過ごす場所だからというこ

とが１つ。２つ目は、子どもと保護者が毎日

通うところだから。学校は保護者は通わない

ですよね。ですから、保育園は子どもと保護

者が毎日通う点で、子どもにも教育、生活を

保障すると同時に保護者の相談にも乗ること

ができる。毎日毎日継続的にかかわることが

できる。３つ目、所得制限なく通える。無差

別に通えるということ。貧しい子どもたちだ

けのところじゃないわけですね。高い保育料

を払って通う人も少なくありません。４つ目、

公立の施設が多いという点。ほかの福祉施設

に比べたら、公立、行政が責任を持ってやっ

ている福祉施設ってもうそんなにないと思い

ます。強い公的介入である。５つ目、多様な

専門職による支援が行われている。ほかの、

例えば学童保育に比べたら雲泥の差ですよ

ね。保育園というところが保育士だけじゃな

くて、主任保育士、園長はもちろんですけれ
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ども、看護師がいたり、保健師がいたり栄養

士が少なくともいたりする。６つ目、地域の

子育て支援も担うところだと。なかなか今の

保育士さんの忙しい中で困難だと思います

が、行政的には地域の子育て支援を進めるん

だと保育所保育指針にも書いてあったりする

わけです。

　その上で子どもの貧困対策として私が重要

視しているのは、ソーシャルワーカーという

専門職です。保護者支援や地域支援を今は保

育園の園長先生が積極的にやっています。し

かし、保育園の園長は園長自身の役割がある

わけで、それとは別の専門的なそういうこと

をする職員が必要ではないかと思っていま

す。保育ソーシャルワーカーなんていう言葉

もあります。このアイデアは私のオリジナル

ではなくて、子どもの貧困の研究者で著名な

阿部彩さんが２０１４年にこのように書いて

います。「保育所は普遍的なサービスであり

ながら特別な配慮が必要な子供たちを支援す

ることが可能である。」そうですよね。「保育

所が福祉の総合窓口となる。保育所を貧困の

最初のとりでとするのであれば、家庭の問題

に踏み込んで解決できるスタッフの数と専門

性が必要だろう。学校にスクールソーシャル

ワーカーが必要であり、病院に医療ソーシャ

ルワーカーが配置されるべきであるように、

保育の現場にもソーシャルワーカーの役割を

果たす人材が必要である」とはっきり書いて

います。ほかにも子どもの貧困研究者でいろ

んな人がソーシャルワーカーが必要だと書い

ているし、行政の審議会でも最近ソーシャル

ワーカーが必要だという議論があります。

　そもそも保育所とはという話なんですが、

こういった文章があります。いつの文章か想

像しながら聞いていただきたいと思います。

ある人が保育所を説明したものです。「保育

所の第１の責任は子の保育にある。第２はそ

の家庭環境の充実向上にある。第３には社会

環境の開拓、改善にある」というんです。第

３は新鮮ですよね。さらに説明している。「第

１の保育はもとより保母本来の使命である

が、第２はこれを相当徹底的になすためには

専門のケースワーカーを必要とするのであっ

て、そして、保護と緊密なる連絡のもとに、

子どもの入所の決定に際しての家庭調査、そ

の他欠席児童の家庭訪問、そこにある問題の

解決に対する努力等、ケースワーカーとして

の仕事を進めることによって、その子の育成

を容易ならしめることに努力している」と説

明しています。阿部彩さんのアイデアをもう

すでに言っている人がいる。第３の説明です。

「保育所の隣保的機能の発揮であって、所長

その他施設の責任者は、その所在地の児童福

祉に対する思想の普及・徹底、地区福祉施設

の拡充強化等、この分野の開拓に努力して、

地区的児童福祉の増進に努めるべきである」

というわけです。保育園の園長先生はここま

での役割を担うものだと書いてあるんです。

いつ、誰が言ったのか。吉見静江さんという

方。この人は日本で最初の厚生省の保育課長

です。１９４８年、児童福祉法ができてすぐの
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ときに、厚生省が発刊した本の中で保育所を

このように説明しています。だから、そもそ

も昔から保育所というのはソーシャルワーク

的な役割を発揮するような、いわば今の問題

で言うと、子どもの貧困を解決するような役

割を担っていた、担うことが期待されていた

と私は解釈しています。そういった役割を発

揮するためには、これを体現するための手だ

てが必要です。どちらかというと私立保育園

よりは、公立保育園がその役割を担わなきゃ

いけないというのは言うまでもないことかと

思っています。

　この右側の『なごや保育・子育て政策』、　

２００８年９月に自費出版で発刊したもので

す。もう在庫がなく、私も１冊しか持ってい

ません。私が責任者になり、名古屋市の公立

保育園の保育者の皆さんと一緒に研究を続け

てきました。１年弱かけてこの政策をつくり

ました。公立保育園の民営化が出始めのとき

です。そのときに、民営化、民営化と市長は

進めようとしているけれども、では、今の公

立保育園にどんな役割があって、どんな役割

を果たしてきて、これからどう果たすべきな

のかということを真剣になって考えました。

この『なごや子育て政策』には２つの特徴が

あります。１つは、名古屋市の行政区の中の

小学校区に分けて必要な保育・子育て支援策

を打ち出している点です。普通、例えば名東

区とか港区でどういう子育て支援が必要かと

いう議論に終始しがちです。しかし、１つの

区だって広い。人口もまちまちです。だから、

中学校区、小学校区に踏み込まなければ適切

な保育・子育て支援施策は描けないはずです。

そういった問題意識でつくったのがポイント

の１つです。

　２つ目は、子どもの権利保障の観点から「な

ごや保育・子育て支援策」を打ち出している

点です。ちょうど名古屋市も「子ども条例」

を誕生させた時期で、それに対抗するわけで

はないですが、ほんとうの子どもの権利とい

うのはこういうことだと。ここまで保育・子

育て支援を充実させるのが子どもの権利に

沿った政策だという強い思いで、保育者の皆

さんと研究を続けてきて明らかにしました。

残念ながら、その後、公立保育園の民営化が

ストップすることはなかったんですけれど

も、こういった取り組みがこれからもなお必

要ではないかと問題提起を最後にさせていた

だきまして、私の話を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。
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　山口清明です。市議団では政策問題の責任

者を務めていますが、日本共産党名古屋市

議団は現在１２人ですが、８年間、河村市

長とつき合ってきたのは田口団長と私の２人

だけということもありまして、今日は報告を

させていただきます。

　リニアの名古屋駅の開発問題や名古屋城問

題、議会との関係等々、検証すべきテーマは

たくさんあります。今日は保育の問題につい

て中村先生に問題提起していただきました。

私は河村市長の政策の一丁目一番地と言われ

る減税を軸に検証していきたいと思います。

減税という聞こえのよい響きの陰で、名古屋

市政では何が起きたのか。減税に込めた市長

の狙いや地方財政上の問題点、そして、１０％

から５％へと目まぐるしく変わった一連の経

緯については、先ほど遠藤先生からもお話が

ありました。名古屋市政黒書と、白書は役所

の文書ですけど、黒書というのは民間の側か

ら行政のやっていることを批判にチェックす

るという意味があるそうですが、市政黒書、

これも紹介しながら、改めて河村減税とは何

かを考えていきたいと思います。あわせて市

長選挙にどう向き合うのかと、この点も少し

触れたいと思います。

　河村減税について、日本共産党名古屋市議

団は次のように考えています。名古屋市市民

税減税条例には５％減税の目的が３つ書かれ

ています。１つは市民生活の支援、２つ目に

地域経済の活性化、３つ目に将来の地域経済

の発展に資するとなっています。しかし、今

の一律５％減税ではこの目的は達成できませ

ん。そして、減税条例には出てこない隠れた

真の目的がある。それが遠藤先生からもご指

摘があった行革の推進、小さな政府の促進と

いうことだと思います。党市議団は次のよう

に定義づけました。大企業、高額所得者優遇

の市民税５％減税は意図的に財源不足をつく

り出し、公的福祉の縮小、解体を進める行政

改革のてこにされている。そして、私たちは５％

減税を中止し、福祉、暮らし充実のための財源

を確保する、そのことを要求しています。

格差を広げる

市民税「減税」の
　実態とその危険な狙い
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　減税の３つの問題点、第１に、この減税は

市民生活の支援どころか、市民の中で格差と

貧困を広げる役割しか果たしていないという

ことです。庶民の味方のように市長はふるま

いますが、どう見ても高額所得者、大企業の

ための減税です。

　昨年度の５％減税、減税額は１１７億円で

した。遠藤先生のお話を補足する意味でも、

次のグラフを見てください。減税額のトップ

は、個人では３９３万３,０００円。誰でしょう。

わかりません。企業では１億４,６００万円も

減税されています。企業は何となくわかりま

す。名古屋市は公表していませんが、減税額

トップの企業は運輸通信業とだけ名古屋市は

言っています。市内に本社がある運輸通信業

で大儲けをあげているのはどこか。国からは

リニアのために３兆円もの公的資金を出して

もらうあの企業かなと私は推測します。国の

法人税減税は３年間で全国的には４兆円規模

です。加えて、名古屋市からも多額の減税で

支援を受ける。二重、三重の大企業優遇。市

内で約９万社ある法人企業のうち、一握りの

大企業、トップの６５社だけで減税総額の３

割を超える１２億円が減税になる。一方で、

９万社のうち８万社は減税額はわずか５万円

以下。世帯じゃありません、会社の減税が５

万円以下。スズメの涙しかありません。従業

員を増やすこともできません。

　個人市民税はどうか。２２７万市民がいま

すが、円グラフの右側半分は減税じゃありま

せん。ということで、減税になるのは半数以
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下の１１０万人。その中の減税額を見ると、

５９万人、５４％の方の減税はわずか５,０００円

に満たないということなんですね。ところが

名古屋市は何を言うかというと、右側にある

扶養家族等控除対象者、お父ちゃんが減税さ

れているのだから母ちゃんや子どもも恩恵を

受けているんだと言います。すると、どうな

るでしょう。５,０００円の減税を受けた。

５,０００円でも少ないなと思ったら、でも、そ

の恩恵は夫婦とか子どももあるんだと名古屋

市は言うんですね。そうすると、５,０００円の

減税を受けた夫婦２人世帯だと、では、１

人当たりの減税は２,５００円ということになる

んです。少しでも多くの市民が恩恵を受けて

いると名古屋市は言いたいようですが、実際

にはもっともっとわずかな恩恵しかないんだ

ということを告白しているようなものです。

庶民のための減税とは言えません。

市長のマニフェスト、最初は市民税減税、た

だし金持ちゼロと、こういうセリフを皆さん

は覚えていますでしょうか。そういうことを

言っていたんですが、実際は金持ち減税その

ものです。

経済効果なし
　２つ目に、減税による経済効果は全くない

に等しいと言わなければなりません。初めの

ころ、「減税で企業がぎょうさん来る」と市

長は言っていましたが、最近は減税の経済化

効果について河村市長が語ることはほとんど

ありません。

寄附が増えるとも言っていましたが、１０％

減税の使途という円グラフを見てください。

名古屋市のアンケートですけど、減税、何に

使いましたかと。日常生活で消えたという人

が圧倒的多数で、寄附１％となっています。

減税条例には３年以内に減税についての検証

を行うと書かれていて、２０１４年に名古屋

市は減税の報告書を出しました。分厚い報告

書ですけど、これが議会にも報告をされてい

ます。私も議論しました。いろいろ疑問の声

はあるんですが、一応名古屋市の調査では当

時１１５億円の減税の経済効果は２００億円

だと言っていました。でも、政策を選ぶとき

には費用対効果をよく考えて、何がいいかよ

く選ぼうと。さっきも保育園が費用対効果が

高い施策だというお話がありましたが、敬老

パスには当時１２１億円の予算を使っていま

したが、経済効果は３１６億円で２.６倍、こ

ういう経済効果があるんだということが名古

屋市の調査で明らかになったのです。私は、

同じ百数十億円を使うのなら費用対効果の高

い政策こそ、選択すべきではないかと追及し

ました。行革行革と言いながら減税だけが聖
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域扱いにされている、これは大きな問題点だ

と思います。

　そして、皆さん、効果を確認するために、

次のグラフを見てください。ここには市内の

事業所数や製造業の推移などを載せています

が、おしなべて右肩下がりで減っています。

減税で企業が名古屋に来てくれて会社の数が

うんと増えたかというと、とんでもない。数

字で見ても明らかだと思います。そして、あ

る企業経営者の方から聞きましたが、わずか

な法人市民税の減税より市民の購買力を高め

る施策を進めてもらう方が、お客さんの懐を

温めてもらった方が会社にとってはよっぽど

プラスだと、こういう声をいただきました。

地域経済の活性化には、こんな減税ではなく

て、市民の懐を直接温める、そういう施策、

そして、老後や子育て、教育の不安、負担を

減らす施策こそ必要だと思います。
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市民犠牲「行革」のテコ
　３点目に、減税の真の狙い、そして最大の

狙いは、この減税で意図的に財源不足をつく

り出し、減税を公的福祉の縮小、改定を進め

る行革のてこにすることです。市民税減税は、

じつは名古屋市が勝手にできる施策ではあり

ません。

　平成２８年度地方債同意等基準（抜粋）と

ありますね。これは遠藤先生からお話があっ

た、地方自治体が地方債、借金をするための

国の同意を求めるものなんですが、そこに国

が名古屋市の借金を認めるためには条件が幾

つかあると。そこにあるとおり、普通税の税

率が標準税率未満の地方公共団体について

は、要するに標準税率よりも減税している自

治体については二つのことをやりなさいと

言っています。一つは、徴収率です。ちゃん

と税金を集めろよと。グラフを見てわかると

思いますが、名古屋市は断トツです。一番取

り立てています。もう一つが、減税による減

収額を上回る行政改革の取り組みを予定して

いるかどうか、ということが出てきます。つ

まり減税が続く限り、それ以上に行革を続け

なければならないと、こういう縛りがかかっ

ているんですね。

行政改革といえば、一般的には行政の無駄を

省くということですが、この８年間何が行わ

れてきたのか。補助金カット、使用料、手数

料の値上げ、職員減らし、施設の統廃合に民

営化、保育園の話は典型です。そして、土地

の売却などまで行革の取り組みとして、名古

屋市はこれだけのことをやるから減税させて

くださいと国にお願いをしているというのが

実態なんです。

　こんなしばりがあるのは減税だけです。例

えば保育料の値上げは９年間抑えていますけ

れども、じゃ、おまえのところの保育料は安

過ぎるからけしからんと国から何か言われる

か？そんなことはありません。敬老パスを
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やっている。名古屋市だけいいなと。じゃ、

その分ペナルティーで税金を上げろと国が言

うかと。そんなことは言いません。減税をや

ろうと思うと、かわりにほかの支出を削れと

言われるんですよね。これはひどい話です。

　似たような話に、子どもの医療費を無料に

している自治体は、その分医療にたくさんか

かるから、おまえのところの国保の補助を減

らす、というしくみがありますが、これはい

ま、解消する方向で進んでいます。

減税で行革を進めた結果、減税の恩恵を受け

る人も少ないのですが、減税の恩恵は受けな

い人でも減税の被害だけは多くの市民が受け

るのです。このことを私は厳しく告発したい

と思います。

　後でもお話があると思いますが、保育をは

じめいろんな分野で、民営化はけしからん、

補助金カットはけしからんと反対する市民の

運動が起きていますが、共通する根っ子には

この問題があるということを、ぜひ今日は

知っていただきたいと思います。

　税務行政についてだけ触れます。減税と言

いますが、区役所にあった税務課がなくなっ

て３つの市税事務所に集約されました。職員

が２００人以上減りましたが、一等地にある

ビルに市税事務所が入っています。家賃が年

間５億２,０００万円です。人には金を出さな

いけど、大企業の所有するビルには家賃をそ

うやって払うんですね。その結果、区役所で

は、税金と国保や介護保険料、両方払えない、

どうしようという相談ができなくなりまし

た。まず税金だけ払ってちょうだい、まず保

険料だけ払ってちょうだい。それぞれの職員

が一生懸命仕事をすればするほど、住民を取

り立ての対象としか見ない傾向が広がってい

かないか。職員が減らされて、市民に寄り添

う仕事ができにくくなっています。冷たいの

は職員じゃなくて市長なんだということをよ

く見ていただきたいと思います。

　この減税を中止すれば、それだけで１１６

億円財源が生まれます。どんなことに使える

か、例示をしました。見ておいていただけれ

ばと思います。１００億円といいますが、名

古屋市の一般会計は１兆円ですから、その

１％です。これを組みかえるだけで、学校給

食の無料でも何でもできるということも皆さ

んよく見ていただきたいと思います。

　田口団長の挨拶でもありましたが、トラン

プさんの現象とダブりますよね。私も３点指

摘したいと思います。１つは、今、ポスト真実、

「減税」中止し、福祉・くらしの充実を！
５％減税の中止で生み出させる財源は116億円
　　　　　　　　　　　　　　 （2016年度予算）

▶小学校給食
・少人数学校拡大
・18歳医療費無料化
▶国保料3千円引下
・肺炎球菌ワクチン半額
▶耐震改修助成増
・住宅リフォーム＆商店リニューアル助成

40億円
16億円
14億円
16億円
4億円
10億円
4億円
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ポスト・トゥルースという言葉があちこちで

聞かれるようになりましたが、河村市長にも

当てはまる。うそと偽りの言葉で世論をあお

る政治手法。事実かどうか確かめないで「言っ

たもん勝ち」になっています。権力者の言葉

がマスコミによって無批判に増幅され、広げ

られる。マスコミがすべて悪いとは言いませ

んが、インタビューで市長が言ったことがそ

のまま流されていきます。

　上記記事を見ていただければと思います

が、木造復元がおくれればラーメン屋のおや

じやパートのお母ちゃんの利益がどれだけ失

われるかみたいなことを市長の言葉がそのま

ま記事になり、誰もそれを検証していないの

です、うそかほんとうか。しっかり見ないと

いけない。

　そして、２つ目にポピュリズム。議会や公

務員を敵に仕立てて単純化した対立構図をつ

くって、みずからを正義の味方に仕立てる。

冷静な議論ではなくて感情に訴える政治手法

です。そのことによって少なくない市民が政

治を身近に感じたのも事実だとは思います

が、冷静になってみると一体何なんだと。名

古屋城天守閣は典型ですが、もうついていけ

ないと考える市民も増えています。

　３つ目が報酬問題への共感。これは団長か

らも指摘がありましたが、背景に市民の生活

が苦しくなった現実があり、既存の自民党型

政治腐敗への怒りが背景にある。ですから、

この点で市長の人気があるのには客観的な根拠

があると私たちも考えています。市議会の報酬

引き上げについて、６割を超える厳しい批判

の声が市政アンケートでも寄せられました。
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2 . シンポジストの報告
減税を巡る政策論戦

　最後に、以上を踏まえて、市長選挙に向け

て日本共産党名古屋市議団は何をするのか。

３つのことを訴えたいと思います。

　１つは、市民に事実をちゃんと伝えること。

市長の発言や政策を冷静に検証していきた

い。市政黒書を役立てていただきたいと思い

ますし、河村市長の妄言録もつくりたい。要

するに言いたい放題を許さない。言った言葉

の裏づけがあるのか、どうなっているのか、

皆さんが冷静に判断できる材料を提供したい

と思います。ぜひマスコミの皆さんもご協力

をお願いしたい。

　同時に、批判だけでは共感が広がりません。

みんなが希望を持てる政策提案を、革新市政

の会の皆さんや市長選挙に意欲を示している

方とも力を合わせて練り上げて提起をしてい

きたいと思います。

　最後に、市民への分断攻撃をはね返して共

同を大きく広げるために、誠実に力を尽くし

たいと思います。じゃ、共同の旗印は何でしょ

うか。今、名古屋は一番行きたくないまちと

言われています。河村市長は殊さらこのこと

を取り上げて、だから名古屋城を頑張らにゃ

いかんと言います。しかし、共産党市議団が

取り組んだ市民アンケートでは、こんな話が

ありました。行きたくない都市と言われるけ

れど、それなら福祉を充実して子育て、老人

など日本一住んでみたい都市にすればよいと

思う。そのとおりだと思います。９月の中日

新聞にも「安住のまち・名古屋」という論説

がありました。高齢者や子供に優しく、教育

や福祉に厚いまちにして定住者を呼び込も

う、とよびかけています。大型事業に熱中す

るよりも、福祉、暮らしの充実で日本一住み

たい都市にすることこそ、暮らしの悪化に苦

しむ市民に対する市政の責任であり、これは

政治的にはさまざまな違いがあっても、私た

ちが共通して掲げることができる市政の目標

ではないでしょうか。

　市長の横暴な市政運営とゆがんだ減税に

終止符を打って、福祉、暮らし最優先の名古屋

市政へと転換するために、私たちも全力をあげ

ることをお誓い申し上げ、ご報告をおわります。

　ありがとうございました。
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緑区小学校保護者

学校給食の現場から
小学校給食調理業務の民間委託の見直しを

学校給食の現場から3 . 現場からの報告

　私は、緑区内の小学校に通う娘の保護者を

しています。実は今回、この委託の話を聞い

たのが、学校からではなくて、さはし議員の

ニュースとか別ルートからうちの小学校が委

託されるよというのを聞いて、どういうこと

だろうと。学校からの説明を待とうかなと

思っていたのですけど、なかなか音沙汰がな

い。やっと１１月になってからお手紙が来ま

した。今月末に説明会をするので参加してく

ださいということでいただいたのですけれど

も、それを聞いたのが、もうほかの学校は説

明会が始まっているよとか、委託業者の選定

が始まっているよという話を聞いている段階

の、ほんとうに決まったことを説明する、そ

ういうような流れでのお話が来ました。それ

で、説明会に行ったのですけれども、なぜ給

食を民営化するのかということの目的がやっ

ぱり全く話されないのです。説明会の用紙に

は、学校給食の調理員が退職によって人がい

ないので民間活力を活用しますというふうに

書いてあったのですけれど、単純に考えれば

必要な人材なので雇ってくれればいいと私は

思うのですけれども、そうならない。あくま

でもそれが理由だと書かれていました。

　実際、説明会の中で教育委員会の人がお話

をするのですけれども、とにかく二言目には

安心・安全、安心・安全ということをずっと

繰り返し話をしていました。やっぱり保護者

としては子供のアレルギーのこと、誤食の問

題はやはり非常に不安なので、そこのところ

の不安を解消したいという発言だとは思うの

ですけれど、それでは実際、昨年度３校、民

間移管されてどうだったのかという問題なの

ですけど、４月から移管されて、４カ月間で

３校で７件の異物混入だったり異常な数値が

出たというのを聞かされました。同じタイ

ミング、その１年前なのですけれども、全市

２６０校の中でそういう問題が起こったのが

１年間に９０件あったそうなんです。単純に

比較すると約３０倍の発生率があるというこ

とで、これでほんとうに「安心・安全」なの

かというのはやはり保護者としては疑問を感

じました。説明では、あくまでもそれは１学

期の数値で、２学期以降はきちんと徹底して

そういった問題は起きていないと言っている

のですけれども、やはりどこか納得できない

ものがありました。なぜそういうことが起き

るのかと聞くと、やはり働いている人の経験

年数だったり、そういう専門性が担保されて

いないからだと感じています、と。実際に市

の教育委員会も、１回目の入札ではまずやは

り予算、お金のことを第１に考えて競争で落

としたとはっきり言いました。やはりお金の

ことが第１で、子供のことに関してが目的で
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はないなというのがすごくはっきりした一言

だなと思っています。

　じゃ、新しく雇うところも、そういうふう

にベテランさんを雇ってもらうようにしてほ

しいというふうにその場で、説明会で訴えた

のですけれども、もう公募が始まっているの

で条件は変えられないというふうに蹴られま

した。やはり初めから民間移管ありきで、決

まったこととしての説明でしかされないなと

いうのを感じています。ほんとうに保護者の

声とか聞かないということで、何のために民

営化するのかがやはり明らかにされないか

ら、保護者としては納得ができないのですよ

ね。とにかく子供のため、こういう理由があ

るから、こういういいものをつくりたいから

という理由ではなくて、まず予算、給食に携

わる公務員を減らしたい、そういうところの

　公立保育園の民間移管のことについて発言

するのですけど、少しだけうちの保育園のこ

とも話させていただこうと思っています。

　私、北区の保育園で働いていますが、朝の

７時から夜の１０時まで開所している保育園

です。ほんとうに超長時間労働の父母が多い

園なんですけれども、今すごくワンオペ育児

というのが話題になっているかなと思うので

すけど、お母さん自身もフルタイムで目いっ

ぱい働きながら、お父さんも帰ってくるのが

深夜近くみたいで当てにできない。仕事も家

事も子育てもお母さんが全部フル回転で回し

ているということを目の当たりにしていま

す。

　最近、お母さんと話をした家庭のことなの

ですけど、１歳過ぎても、なかなかおっぱい

がやめられないというお母さんなんですけ

ど、よくよく話を聞くと、お母さんが夜の７

時に帰ってくるんですね。保育園に着くので

すけど、そこから自宅に帰って、夜ごはんづ

目的がはっきりして、そこしかない。じゃ、

どうやって減らすかというところで民間移管

するかというふうに、やはり順序が逆になっ

ているなというのをこの説明会でもはっきり

と感じました。

　ぜひそういうふうに、まずは市民生活の部

分じゃなくてから始まった政策とかではなく

て、あくまでも予算がこういうふうに決まっ

ていて、そこからどういうふうに市民サービ

スをするかという今の市政の流れがすごく表

面に出ているんじゃないかなと思いました。

やはり次の市長さんには市民目線で、市民

サービスに必要な額というのをきちんと計っ

ていただいて、取るべきところからしっかり

取って、ちゃんと市民生活に還元してくれる

人にぜひなっていただきたいなと思います。
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くりを始めるのです。それで、もうおなかが

すいて、泣けてついおっぱいをあげちゃうん

ですという話をしていて、お姉ちゃんがいる

○○君のクラスでは、そこのうちのお母さん

は、次の日の夜ご飯を前日の夜に準備して、

チンして食べられるようにして準備している

と。次の日の夜ご飯を前の日に作っておくの

です。そうなのだけれども、うちはとても無

理と。日々の生活で精いっぱいでうちは無理

というお母さんの、そういう話を聞いたとこ

ろなのですけど、目の前の子供の保育だけで

はなくて、家庭の背景を見るということがほ

んとうに求められるところです、保育園とい

うところは。

　一方で、うちの法人では、今お話しされた

のですけれども、公立保育園を７８カ園まで

減らすという方針のもと、民間移管された保

育園を７年間で２園受託してきました。特に

２年前に受託した園は、名古屋市では多いの

ですけど、市営住宅の下にある、げた履きと

言われる保育園で、条件的にも外国籍のご家

庭とか、いわゆる貧困家庭が多い、保育園で

生活保護世帯も多い保育園です。今までほん

とうにそのような家庭のフォローの多くを公

立保育園が担ってきたんだなと思うし、丁寧

な家庭支援やそのもとの信頼関係の積み上げ

が要る中で、異動した職員や新しい職員が

セーフティーネットとしての公立保育園の役

割を引き継いで頑張っています。しかし、な

くてもいい変化を強いられたなという点でも

だし、これからも進められる民間移管によっ

て同じような状況が起きるんだなと思うと、

この場で言えないこともいっぱいあるのです

けれども、やはり公立保育園の移管はどうな

のかということを思わざるを得ません。

　ほんとうに家庭での生活そのものが困難、

日々の生活を送るだけで精いっぱいという家

庭が多いです。例えば、この日は遠足だから

この時間までに必ず保育園まで来てねと言っ

ても、朝起きられない、来られないんです。

そうしたら保育園から迎えに行くし、場合に

よってはお弁当も作ります。そうだけれども、

それはもちろんお金を取るわけではなくて、

今この家庭にはこういうことが必要だよね、

この子供にはこれは保障してあげたいという

ことを職員の中で確認しながらそういうこと

を行っているのですけれども、その受託した

園長から聞いた話ですごく印象的だったの

が、私たちはせめて保育園にいる間は安心し

て過ごすことができて、おなかいっぱい給食

は食べられてと思うのだけれども、おかわり

させないでくださいというおうちがあった

と。保育園でおかわりするとおうちでもおか

わりしたいと言うからというお話があって、

私もすごくショッキングだったんです。「え

えっ」と思ってほんとうにショックだったん

ですけど、園長が続けて話したのは、子供さ

んも支援の要るお子さんで、子育てで苦労し

ていて、一生懸命子育てしようという中で考

えたのが、ほんとうにいけないのだけれども、

食事を制限して言うことを聞かせようと思っ

たのですよね。それを、そんなことをしたら
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　私は緑区東部まちづくりの会と同時に、名

古屋市の図書館を考える市民の会の事務局も

やっています。

　そもそも緑区東部まちづくりの会は

２００４年にできました。そのきっかけは、

２０００年に緑区東部の中学校で５,０００万円

恐喝事件が発生しました。そのときに、どう

して発生したかということで、地域の私たち

大人も気づけなかったと。その要因の１つと

して、やはり中学校の大規模校化があるとい

うことで、大規模校解消のための署名運動な

ども行なって、その結果、２００４年に中学

校の大規模校化が解消されました。その教訓

から私たちは東部まちづくりの会を立ち上げ

て、まちに住む人々の触れ合いと文化を、そ

ういうものを育む、そんなまちづくりにしよ

うじゃないかということを考えました。

　そこで、２つ目として、地域住民の要求で

いけないでしょうと言うのは簡単なのだけれ

ども、もちろんすごく見守りも必要なのだけ

れども、でも、そんなことをしてとんでもな

いじゃなくて、ほんとうにお父さん、お母さ

んは頑張って子育てしているねというところ

を認めてあげながら、今ここの家庭に必要な

ことは何かなというふうに、中村先生もおっ

しゃっていたのですけど、ソーシャルワーク、

社会福祉としての保育の視点がすごく求めら

れています。

　名古屋市では最終的にエリア支援保育所と

いうふうに、中学校区に１つまで公立保育園

を減らそうとしているのですけれども、私が

危惧しているのは、今お話ししてきたような

支援の要る家庭が多いことがわかっている公

立保育園を、どれだけの法人がうちがやるよ

と手を挙げてくれるのかなと思っています。

正直、現場にいる実感としては、今まで受け

てきた私たちももう限界です。今回、北区の

味鋺保育園では手を挙げる法人がなくて、基

準を下げて再公募というふうに言われてきま

した。やっと決まった法人で系列の高齢者施

設で暴行事件が起きて、その検証も終わって

いないのに、何回か父母説明会をして強引に

進めようとしています。事件の調査結果が出

ていない現時点では中止も延期も考えていな

いという文書が父母に配られたみたいなので

すけど、逆ですよね。だったらとめてよとい

う感じなのですけど、私自身はそもそも公立

保育園の民間移管には反対です。反対なので

すけど、待機児解消で民間の認可保育園を増

やそうと言っているときに、安心な保育が既

に破綻している民間移管は、今はストップし

てほしいと思っています。
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複合施設、ユメリア徳重という施設が徳重駅

のところにつくられました。最初、２００５年

のときには、名古屋市は区役所の支所と地区

会館の構想だけだったわけですけれども、私

たちは、緑区がこれだけ人口増にある中でそ

れだけでは足らないと。図書館だとか保健所

だとか、それから児童館、そういったことも

一緒にした複合施設をつくってほしいという

要望を出しました。そうして、５年の間にワー

クショップだとかフォーラムなどを合わせて

２５・２６回開催しました。その結果、２０１０

年４月にユメリア徳重が開館したわけです。

　開館する前に、緑区には２つの図書館があ

るということで、やはり月曜日は休館ではど

うしても不自由をするということで、変えて

ほしいのだということをワークショップで言

いましたら、名古屋市の職員が、それは条例

で決まっているのだからそれは変わらないと

いう話がありました。私たちは、条例という

のは住民のためにあるのだということで、図

書館の休館日を変えてもらおうじゃないかと

請願を出して、そして、地元の市会議員をみ

んな回って話をしましたらば、市会議員から、

お金もかからないしそこまで気がつかなかっ

たということで、市議会ではそれが採択され

たわけです。

　そうこうしておる間に、２０１１年３月に

名古屋市は、支所館といいまして、名古屋市

には６つの支所があるわけですけれども、支

所の小さな図書館に指定管理制度、民営化を

しようという、そういう計画がありました。

私たちは自治労と、それから市労連と、東部

まちづくりの会と３団体で名古屋市の図書館

を考える市民の会というのを発足させまし

た。会は説明会を開いて欲しい、指定管理導

入は納得できないなどが新聞にも報道されま

して、指定管理者導入が市議会でも紛糾し

て、２０１１年６月の議会では条例改正の提

出を断念させることができたわけです。そう

言っても、名古屋市は指定管理制度、民営化

は諦めないだろうということで、指定管理制

度ということについて、徳重だとか富田、山

田、楠、そういったところで、図書館の役割

とは何、それから、図書館について考えると

いう、そういう地域集会を開きました。それ

から、２０１２年３月には片山元総務大臣を

呼んで講演会をしました。片山氏は、「図書

館は指定管理制度になじまないと思う」とい

う、そういう発言も得たわけです。

　そうする中で、名古屋市は２０１２年に志

段味図書館に指定管理制度を試行的に導入

することを決めてきました。そして、図書

館条例が３月に改正されていったわけです。

そのとき、私たちは指定管理導入反対の

請願署名１万５,０００余策を集めて議会に出

しましたが、通ってしまったわけです。その

民営化の目的は何かというと、３つありまし

て、経費節減、それから民間活用とサービス

の向上でありました。志段味図書館は４年の

試行期間であったわけですけれども、３年目

でもう既にその結論を出したわけですけれど

も、３年間は赤字の連続。それから、職員が
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賃金が安いためにどんどん交代する。それか

ら、館長も３人目に代わるということで、目

新しい民間活用はない、あるいはサービス向

上もないと、そういう検証であったわけです。

そこで断念するかと思ったら、志段味だけで

は検証できないから、２０１６年からは増やし

て、１館を５館にして、そして検証するんだと。

今度は５年間検証するんだということなんです。

　それで、ここのところで、志段味図書館を

３年間経営したわけですけど、１,０００万程

赤字だったんですね。経費節減にならない

じゃないかと。それは民間が請け負うから、

名古屋市は１,０００万安く請け負わせたんだ

からそれでいいんだという論議ですね。とこ

ろが、今度の４月からまた再契約を、志段味

図書館は同じ会社のＴＲＣというところが請

け負ったわけですけれども、入札時には

その赤字分の１,０００万円がちゃんと上積み

されておるわけですね。だから経費節減にな

らないわけです。その間、市の職員は採用さ

れない、そういう状況が続いております。一

方、やはり名古屋市の図書費も毎年減額され

ておりまして、そして、私たちが新刊の本を

要望すると、図書費が少ないから買えないと

いうことで、逆に図書館そのものが魅力のな

い、そういうものになっていってしまうわけ

です。このたび１１月にも高市総務大臣は、図

書館への指定管理制度というのは不適切だと

いう発言をしておるわけです。

　そんなことで、名古屋市は図書館を利用して

いるのは市民の４割だということを言っておる

わけです。したがって、皆さん、まだ図書館に行っ

てみえない方はぜひ図書館を見ていただいて、

ほんとうにサービス向上、あるいは経費節減に

なっているか、そんなのを見ていただきたいな

と思います。名古屋市は指定管理制度がうまく

いかなかったらどうするんだと、直営館に戻す

ということを言っておりますけれども、志段味

も含めて９年間、司書を採用しなかったら、名

古屋市の図書館行政の運営だとか管理するベテ

ラン職員がどんどん退職するわけです。そうす

ると、いわゆる職員が培ったノウハウが継承さ

れない。そうすると、１０年も経つと、名古屋

市が図書館を自力で運営管理できるという体力

がなくなってしまうと思うわけです。したがい

まして、こういうなじまない図書館への民営化

というのを一刻も早くやめさせないと、体力の

ない名古屋市が最後に、じゃ、名古屋市でやろ

うと思ってももう体力がない状態になると。そ

うなると、あとは民間の言うなりになってしま

う。そうすると高い買い物になって、逆に言う

ならば税金の無駄使いになってしまうというこ

とを私は危惧を持っております。

　そんなことで、指定管理制度導入の地域説

明会が２月１０日から、徳重、あるいは緑、

富田、中村であります。ぜひそういうところ

に足を運んでいただいて、皆さんの思いを語っ

ていただきたいと思います。図書館の現状か

ら、ぜひ皆さん、市民のための図書館、子ど

もや未来のために図書館はあり続けていきた

いなと思って発言しました。どうも失礼しま

した。
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　名古屋市で臨時教員として働いています。

今は小学校で、産・育休代替として学級の担

任をしています。

　実は今、臨時教員だけではなく、教育全体

に対して大きな問題が起こっています。実は

この４月から全国２０の政令指定都市が道府

県から権限委譲されます。権限委譲は、この

目的は、二重行政を解消し、住民サービスの

向上ということを国は答弁しています。私は

今名古屋市で勤務していますが、愛知県から

給料が出ています。この４月からは名古屋市

の職員となるのです。これまで愛知県の県費

職員で受けてきたいろいろなものが、名古屋

市に権限委譲されるということでひどい状態

になっています。逆行するような状態が起き

ています。

　まず１つ大きな問題は、私のような常勤講

師について言えば、任用期間の一定の終了後

に２カ月の再雇用禁止期間が適用されるとい

うことです。これはもう既にあるのです。市

職の中の臨時職員の人には。先ほど公立保育

園のことがありましたが、公立保育園に働く

臨時保育士さんも、既にこの２カ月、再雇用

禁止期間が適用されているんです。ただ、あ

まりにもこれは保育の現場で合わない、市立

高校や幼稚園の現場で合わないということ

で、３年間３回まで任用の繰り返しの間は１

日だけにするよということでやってきている

ので、表向きにはそれは見えません。市立高

校で先生が足りないということはなく、Ａさ

んが再雇用禁止期間になったら他の人が入っ

ているだけです。保育園の臨時保育士さんに

話を聞きましたら、２カ月あくと。その期間

は２カ月だけ代わりに人が来るかといったら

来ないから、結局園の中の保育士さんたちで

埋めていると。だから、園長さんが園のいろ

いろな事務をやらなきゃいけないのに、実際

の現場の足りないところに入って、土日もな

く働いて、メンタルの病気になっていくとい

うような状態が既にあることなのです。市立

高校でいけば１６校しかないですから、そん

なに数としてはないのですが、名古屋市立の

小中学校で働く正規教員の中では、産休、育

休で休む人、病休で休む人を含めると年間に

１,０００人以上の常勤講師が入っているのです

ね。その人たちが３年後、またあるいは任期

の３回後に２カ月穴があくと。１,０００人の人

が一斉になることはないかもしれません。で

も、ある程度の数の人が一度に穴があくと

いったらどうなりますか。今でも臨時教員は

足りないです。産休に入るとわかっている先

生がいても、次のかわりに来る人がいない、

現場で何とかやってくれというのが今の実態

なのです。これが適用されたら、向こう１年
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ぐらいまではいいです。県職から市職になる

のでこの適用にはならないからです。でも、

その先には必ず２カ月の空白がやってくる。

かき集めてかき集めてやってくると、教育現

場はやはり専門性が必要です。保育もそうで

す。介護のところでも医療のところでもそう

ですが、専門性が必要です。かき集めて何と

かなるというような学校現場の実態ではない

のですね。

　２０１４年の７月に総務省通知で、この臨

時的任用の期間の切れ目と切れ目の間に空白

を設ける必要はないと言っています。そうい

うふうに通達をしています。地方公務員法で

も、関係する法令でも、この空ける根拠は法

的には何もないということを伝えて、維持向

上のために考えなさいということを地方行政

のほうに通達まで出しているんですが、名古

屋市は逆行しているという状態があります。

　さらに、２カ月だけの問題ではなくて、年

休が今まで２０日間あるのがそれが半減され

ます。１０日間です。それから、これは正規

教員にもかかわるのですが、子育てをしてい

る方には授業参観とか入学式とかには特別休

暇があったのですが、それがなくなります。

それから、常勤である私たちには療養休暇は

無給になります。今インフルエンザがはやっ

ていて、学級閉鎖になったり、先生自体がお

休みになっている場合があるのですが、私た

ちはインフルエンザになっても、子供たちは

出席停止ですが、私たちはそれを隠して、無

給になると困るから隠して行って広めてもい

いのかというような感じなのです。私たちの

ささやかな給料を削って、ほかに何に充てる

のですか。さっきの山口議員にもあったよう

に、それで何か行政がよくなるのですか。給

食の調理員さんを削ってよくなるのですかと

いうことがあります。

　それで、私たちは市民の会を立ち上げて今

署名に取り組んでいます。一番の当事者であ

る私たちに、この２カ月空白の問題、何も知

らされていません。昨日、説明会がありまし

た。教職員課の首席管理主事は、お願いがあ

りますと。臨時教員なくしては教育ができま

せんと。ですから、流出するのをとめてくだ

さいと言うんです。私の友人、同僚は、もう

こんなところでは働けない、辞めます、家族

と相談して辞めるという人もいる。ほかの市

へ行くと。ほかの市で臨時でも雇ってもらえ

るならやるということを言っています。まだ

私たちは諦めていません。子供たちに大きな

影響を及ぼすようなこういう教育行政の悪化

ということは絶対許してはならないと思って

署名に取り組んでいます。ぜひともご協力く

ださい。
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「子どもたちの居場所づくり」
北区　女性

「待機児童ゼロ、名古屋市職員を大事にして」
緑区　男性

4 . 会場からの発言

　緑区の篠の風で、５年生の子供さんと２年

生の子供さんをお母さんが殺めて、本人も自

殺されたという事件があったのですけれど

も、北区でもお父さんが中１を殺したと。行

革が進んできて、こういうものが名古屋市内

全体に漂っているのじゃないかと、非常に悲

しい思いをしています。親が子供を殺す権利

はないと思います。

　それと、ぜひ市議団の方にお願いしたいの

ですけど、女性議員の方が特に頑張って、待

機児童をなくしてほしいのです。これは昭和

２２年に児童福祉法ができてからもう７０年

近くなっているわけですけど、ぜひ今、自民

党から共産党まで共闘して、待機児童をなく

すと。それで、幼稚園と保育園、これは私立

と公立、両方ともありますよね。

　最後に、名古屋市役所へ行くと暗いんだわ

ね、河村さんになって。というのは行革が進

んで、僕も公務員を４２年やりましたけど、

いじめが激し過ぎるんですね、河村市政で名

古屋市職員２割削減、それはもう決まったこ

とだからといって現場の職員を一方的に２割

削減だということです。そういったことじゃ

誇りを持って仕事をやれないです。

　それと、名古屋市職員の労働組合組合員に

入る人が少ないんです。私の父が市職員に

なったら労働組合に入れということを教えて

くれたので、僕は名水労に入りました。ぜひ

市の職員を大事にしてください。

　北区でわいわい子ども食堂を始めて１年と

４カ月が過ぎました。１５年１１月に私ども

のところは始めて、名古屋市内で初めて子ど

も食堂をやったということで、いろんな方か

ら、今も子ども食堂をやりたいという方たち

がどんどん相談に見えていまして、何だか責

任が重いなというような形でやっておりま

す。河村市長は私どものところが子ども食堂

をやり始めていることをご存じだったんです

ね。なのに、見に来ないで、東京へわざわざ

出張してわくわく子ども食堂のほうを見に行

かれて、新聞に大きく載っておりました。私

のところへは近くなのですが、市の担当職員

の方はいらっしゃいましたが、市長は一度も

いらっしゃいません。

　そんなことで子ども食堂を始めてたくさん

の子供が、たった月１回しかできていないの

ですが、全部をならしますと１回あたり３５

人から４０人の子供が来ます。大人もボラン

ティアさんも入れると６０食から８０食、ク
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「名古屋城を大切にしてほしい」
南区　女性

リスマス会をやりましたら１００人を超えま

した。そんな状況で大変盛況ですけれど、やっ

ぱり子供たちがそういう場を求めているし、

お母さんたちもそういうところを求めている

んだなということがよくわかりました。先日、

「子ども食堂ってどんなところなの、表現し

てくれるとうれしいな」と、一言ずつ子供か

ら言葉をいただいたんです。私はその中でと

ても胸に響いたのが、「お母さんが楽できる

からもっと毎日開いてほしい」と、こういう

声があった。やっぱり今の働き方、そういう

ものが子供の中にも響いているのだなという

ことを思いました。「ここへ来たらいろんな

人がいて楽しい、友達もいるから楽しい、遊

べて楽しい」と。「いろんなものが食べられ

るからいい」とか、そういう声もたくさんあ

りました。とにかく楽しみにして来てくれる

なと。

　そういう中で、私たち子ども食堂は全くの

善意で、皆さんからのカンパでやっておりま

すから、公的な資金は一銭も、一円もありま

せん。みんなの持ち寄りのお金でやっており

ますので、子ども食堂の学習会をやったとき

に、アンケートをとりましたら、多くのとこ

ろが安定的な資金がないという事が一番の悩

みでした。いま名古屋市内で２０カ所くらい

が子ども食堂を始めておりますが、財政の問

題が大きいと思います。それから、場所がな

いという相談もたくさんあります。場所をど

うやって確保するのか。場所さえあればやり

たいという方がたくさんいて、私たちは、子

供たちが安心して集える場所、一人で食べる

のではなくみんなと楽しくご飯を食べる、そ

していろんなものや、季節のものも食べる、

そういう場をたくさんつくりたい。そのため

には安定的な資金や場所を公的に、例えば市

のほうでもコミセンとかそういう公的なとこ

ろや、市営住宅の空き家とかを優先的に貸し

てくれるとか、そういう方法もとれるのでは

ないかと思っておりますので、ぜひそういう

ことを。それから、学校のトワイライトとの

連携とかも増やしたいと思いますのでどうぞ

よろしくお願いいたします。

　私は名古屋に来てもうすぐ５０年になりま

す。その後は、小学生の子供を連れて、名古

屋城に社会見学とか写生会によく行ったこと

があります。ガイドさんが案内しながら、バ

スが近づいてもどこからでも名古屋城が見え

ました。ガイドさんがおっしゃるには、この

青い屋根、ぴかぴかしたシャチに恐れをなし

て敵が攻めてこないような、平城だけれども

立派なお城ですと、そういう説明をされまし

たが、今はどうでしょう。木が鬱蒼と茂って
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「空き家の活用について」
守山区　女性

　お年寄りサロンをやっております。私が住

んでいる守山区は、とにかく空き家が多いの

ですね。そして、その空き家の１軒を無償で

貸していただいて運営しているものですか

ら、これはお年寄りが寄ってきていただいて、

私たちのお年寄りサロンスタッフを入れて、

コーヒーだとかいろいろお出ししても１００

円、２００円で運営ができるんです。けれど

も、固定資産税をどんぐり広場のように減免

してほしいということを、区長交渉でも２回

ほど出しましたが、これは名古屋市の全体の

問題だからということでいまだに実現してお

りませんし、大家さんには大変負担をかけて

いるだろうと思われます。大変広い敷地の中、

草を取ることが条件として無償で貸しましょ

うと、この厚意にきちんと応えるために、私

たちスタッフではとても草取りはできません

ので、畑をやりたいという方にお貸しをして、

きれいに、ほんとうに美しい畑ができました。

そこで収穫したものを皆さんに買っていただ

います。私が来たころには景雲橋まで堀の中

を電車が走っていたり、お城というのは天守

閣だけじゃなくてとても広大なものです。で

すから、名古屋市長がどういうことをしたか

という資料を２０１４年ぐらいにオリンピッ

クで売り出せばとか考えたみたいなんです

ね。１５年ぐらいから名古屋城、名古屋城、

天守閣問題と言うんですけど、結局、妄想と

虚言、それから欺瞞、権力の垂れ流しを行っ

ています。「木造はええぞ」と。何がいいか。

それから、今のお城を壊していいかを何も聞

かないで「木造はええぞう」と言っています。

今そのお城があるのに、去年の６月１３日、

７月から壊れていないのに壊すというので、

署名を自分で作って何百枚も市長や議員に送

りました。７月議会で阻止でき、力になった

かなと思います。しかし、議会がなかなか上

手く、お金の報酬アップでつながっているの

か、民進は全部べったりだし、あまりはかば

かしくなくて継続、継続になっています。こ

のままでは大変だということで、１級建築士

さんたちが立ち上がられたのが、この署名で、

私はこの尻尾についている者です。

　やはりこの市長がやってきたことは、お城

を非常に粗末にして大事にしていない。壊す

と言っている。そのことを、これをよくお読

みいただいて、やはり豊洲とか国立競技場を

壊すような問題と同じですので、名古屋城の

歴史にみんなが愛情を持って募金でつくった

ことを含めて、名古屋城を壊すこと、市長に

対しては虚言癖、トランプと同じで権力を利

用した垂れ流しなので、頑張ってやっていき

たいと思います。
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「コスト削減の絶対視が全ての問題に共通する誤りだ」
北区　男性

　南京の問題とか議会報告会の問題、地域委

員会の問題、さまざまありますが、これはイ

ンターネットに全部載せています。「一名古

屋人」、これをグーグルとかヤフーで検索し

ていただければ私のサイトが出ます。ここに

河村市政が８年間やってきた悪行の数々が漏

れなく載っております。見られない方はお孫

さんとかお子様とぜひ一緒に見てください。

　それで、１つだけ言わせていただきます。

先ほどから出ています学校の問題であるとか

保育園の問題、あと、国や地方の問題という

のはほとんど、問題は１つなんですよ。いわ

ゆるコストです。コスト削減、これが誤って

いるのです。国や地方が赤字だからコストを

削減するなんていうのは考え方が全く間違っ

ている。国とか地方の赤字というのは家計や

企業の赤字とは全然違います。また、これは、

企業の赤字は社員が悪いんでしょう。国の赤

字は別に公務員が悪いわけじゃない。制度が

つくっている。そして、税金というのは、国

の赤字と民間の黒字、または民間の黒字と赤

字のバランスをとるのが税金じゃないです

か。この税金とこの分配機能を無視している

のが納税、減税ですよ。ですから、これが根

本的に間違っているんです。

　そして、実は減税とか、今ある方が納税者

のための政治をせにゃならんと言っています

が、これを言った人間がいます、ほぼ１００

年前。そのとおり、ヒトラーです。ヒトラー

は納税者のために、あなたの税金が先天的な

異常な方のために年間使われていますよと

言って、そういうハンディを持った人を虐殺

したんです。それがホロコーストにまで続い

たわけですよ。こういった誤ったゆがんだ政

策が今この名古屋に行われている。これを

我々の手でとめなければならないというのが

私のほんとうに切なる願いです。皆さん、力

を貸してください。よろしくお願いします。

き、お年寄りサロンもこれで４年目に入りま

す。

　私たちも子育てのサークルをやりたいなと

かいろいろ構想はりますが、ほんとうに場所

がないのです。

　お願いしたいのは、やはり空き家対策や、

そういうボランティア、地域に開放して自分

の資産を無償で運用していただけるような方

をもっと増やしていただきたいです。私が今

日お願いしたいのは、減免、そういう制度を

ぜひ提案していただきたいなということです。
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「のびのびできない学童にもっと大きな補助を」
瑞穂区　男性

「生活保護係に警官OBは必要ない」
千種区　女性

　先ほど、保育の現場と学校の現場という問

題を出されましたが、その間の学童保育の問

題で一言だけ。

　皆さん、今まで一度は見たことがあると思

いますが、あの桜のきれいな山崎川、その山

崎川のかなえ橋の少し北に汐路学童というの

があります。汐路学童、今、窓を全部黒いカー

テンで仕切っています。なぜでしょうか。幻

灯を見ているわけでもありません。お化け屋

敷でもありません。住民の方がうるさいと

言って、そこの学童に圧力をかけてカーテン

をしておるわけです。まさにここは学童

ファーストじゃなくて住民ファーストになっ

ておるわけです。このようなことをぜひ市議

団としても考えていただいて、と同時に、学

童にもぜひとも補助をもっと大きくいただけ

るようにお願いして終わります。

　生活に困っている方たちやホームレスの支

援をボランティアでしております。「警官Ｏ

Ｂの配置」について発言をさせていただきま

す。

　名古屋市は生活保護係のところに、２０１３

年度から暴力事件、不正受給に対応するとい

うことで警官ＯＢが配置をされております。

それで、現在８区にいるわけですが、ケース

ワーカーは社会福祉主事の資格が必要という

ことで、福祉の専門家であります。そして、

１人が８０世帯担当するということになって

いるわけですが、現状では非常にケース数が

多くて、１人で１３０から１５０を持ってい

る方たちもいます。ところが、警官は犯罪に

関する専門家で、保護係の現場には不必要で

す。生活保護の申請につながるかもしれませ

んし、保護受給者と職員との信頼関係を損な

うことがあってはならないと思います。とこ

ろが、大阪の豊中市では、受給者に対して虫

けらとかやからなどというふうに発言をした

りしております。名古屋市でも非常に威圧感

のある元警官ＯＢが某区におります。

　そういうことで、私も現役時代、生活保護

の仕事をしましたが、ケースワーカーを増や

して丁寧なケースワークで不正受給とか暴力

事件は防げるのではないかと思います。私も

かかわっている反貧困ネットワークあいち

で、この８区に配置反対の申し入れをずっと

してきました。どこもケースワーカーと、係

長、主査をしている査察指導員が足らないと

いうことを言っております。去年の４月１日

現在でケースワーカーは名古屋市全体で
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「不快な河村弁、金持ち減税」
大島良満　元名古屋市長候補 ( 守山区 )

　名古屋に住みたくないとか、そういう大き

いのの１つに私は言葉があると思うんです。

名古屋市長がしゃべっておるのは名古屋弁

じゃないですね。名古屋弁というのは、「やっ

とかめだなも」と、「ごきげんさんきゃあも」

と、こういうような言葉から始まるのですね。

あれは河村弁ですよ。それを名古屋弁といっ

て全国のテレビでとくとくと言っておるとこ

ろに、名古屋のイメージをものすごくダウン

させておるんじゃないですか。これはやっぱ

り名古屋人として許しちゃあかんと思いま

す。

　それから税金の問題でも、遠藤先生がお話

しになったのですが、一言で言うと、国の場

合は累進課税になってそれなりの比例制があ

ると。地方税はみんな一律なんですよ。個人

の話はあまり出ませんでしたけれども、法人

ではＪＲが５％の減税で１億４,０００万も毎

年毎年返しておると。個人でいくと、名前を

言うといかんかもしれませんが、私の知って

おる限りではトヨタの会長さんと社長さん、

両方合わせると７００万ぐらい戻っておるん

じゃないですか。それから、パチンコの機械

をつくっておる何とかという兄弟の方、この

人もそのぐらい戻っておると思いますよ。だ

から、こういう、本来から言えば払わなきゃ

いかん人の、もっと、私は一律ですから、こ

こにおる人はみんな６％、県民税入れると

４％だから一律１０％なんですよ。地方税は

最低５％です。国税の場合、所得税はこれか

ら確定申告をする。そういう地方税の場合は

一律だということを知らなきゃいかんと思う

んです。その上に、さらに税額がついてお

るでしょう。そうじゃないですか。プラス

５,５００円、こういうことですから、国のほ

うでも配偶者控除のことが問題になりまし

１２２名、査察指導員は２２名も不足してお

ります。職場では猫の手も借りたいので、こ

の人員不足でＯＢを受け入れているというこ

ともあります。この費用は国が４分の３、市

が４分の１を出しておりまして、全体では

３,０９２万、名古屋市は７７３万円を負担し

ております。河村市長は人員削減を言ってお

りますが、社会福祉法を守らず法律違反だと

思います。しかも、この４月からまたＯＢを

増やすようです。ぜひこの反対をしていただ

きたいと思います。このままでは全区に配置

されてしまって大変なことになると思いま

す。こんなお金を出すなら、やはりきちんと

した職員を増やしてほしい。それからまた、

ここにいらっしゃる皆さんもぜひこの支援を

して、職員を増やすようにしていただきたい

と思います。よろしくお願いします。
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「保健所の再編反対」
守山区 男性

た。パートで行っておると１０３万を超える

といかんと。地方税は１００万を超えると取

られるんですよ。そして、何かのときに地方

税の非課税世帯を対象にするといって、バラ

マキと言われる、所得税なんかの関係も返っ

てきておるわけでしょう。だから、こういう

ことがしっかりわかっておらんものだから、

わかっておらん原因ははっきりしておるんで

すよ。源泉徴収という制度ですよ。このため

に税金がどういうふうに取られるのかとい

う、取られることが無関係なら、使い方につ

いても、わしが払った税金は一体どうやって

使っておるだろうと、こういうことに行かん

わけですよ。だからそういう意味で、一番そ

ういう意味では一律、そしてしっかり取られ

る、その上でバラマキがされておる上に、さ

らに市民の共通の財産である土地がものすご

い安売りされておるでしょう。守山の市民病

院がそうだし、それから、中区にあった保健

所の跡地もそうだし、そういうものが次から

次へと金持ち減税のための資金の一部になっ

ておるかどうか知りませんが、私たちがもっ

と税金の取られ方について、含めて、今日な

るほどと思ったことを明日から、今日の帰り

ですが、大いにしゃべって、今の市長におさ

らばをさせるためにご一緒に頑張ろうではあ

りませんか。

　各区にあった保健所がセンターになると

か、そういう話があるようですが、保健所が

センターになる。それで、実際問題、私は前、

大阪にいましたけど、大阪市内では保健所を

１つにして、あと保健センターにするという

けど、やっぱりそれでもいろいろ問題がある

んじゃないかという話でしたので、それを名

古屋でも同じような二の舞を踏むんじゃない

かという心配です。

　保健所と保健センターはやっぱり役割が違

うと思うのです。保健センターだけだと事務

的なことで終わってしまうんじゃないかと。

やっぱり保健所が各区にあるということは、

いろんな健康相談をするのに便利なわけです

ね。だから、そういうわけで、保健所の統廃合

というのはまた問題じゃないかと思うんです。

　それから、もう一つ、名古屋の地下鉄乗り

場の入り口が少ないということもあるし、そ

れから、私よく千代田街道から行くバスに乗

るんですけど、砂田橋のところに角に３つぐ

らい地下鉄の入り口があるんですけど、マッ

クスバリュというスーパーがあるんですが、

そこの脇に入り口がないの。あそこに入り口

があると、バスから地下鉄に乗るのにものす

ごい楽になるんです。そういうのもまた考え

てほしいなと思うのです。
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「敬老パスの継続は皆の力」
熱田区　男性

「介護保険利用料負担の軽減を」
昭和区　男性

　私は年金者組合に所属しておりますが、敬

老パスの問題について発言させていただきた

いと思います。

　河村さんは敬老パス、自分がやったような

ことを言っておられますが、事業仕分けにか

けた張本人は河村さんでありました。それで、

そのときに私たちは１年間、旗を持ってあり

方懇のところへ動員をかけまして、ほんとう

に雨の日も苦労して、頑張って敬老パスが今

続いておるわけですが、名古屋の宝として、

本山革新市政以来続いております敬老パス、

そのときに励ましていただいて頑張らせてい

ただいたのが共産党の市会議員の皆さんでし

た。その中から、選挙ではほとんどの党派の

皆さんが反対とは言わないようになったわけ

です。ぜひこの力を続けさせていただきたい

とお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。

　障害者は６５歳になると、普通の福祉とい

うか、障害者福祉制度から介護保険に移行さ

せられます。それまでは、市町村民税が非課

税の場合は障害者福祉サービスは無料で受け

られるわけなんですけど、６５歳になったら

途端に強引に、今度は文句なしに介護保険に

移行させられるわけです。それで、介護保険

になったら１割負担が共通にかかってきます。

こういうむちゃくちゃな制度とがあります。

　去年、障害者総合福祉法というのが改正に

なりまして、障害者福祉と介護保険とを統合

するような改正の方向が行われて、その中で

来年それは施行されるんですけれども、介護

保険の減額というか、利用料の減額が進めら

れるような方向が明記をされております。来

年４月施行です。それに対して、国のそうい

う制度は、介護保険の減額、利用料の減額制

度はわずかな対象になると思います。そうい

うことで、障害者以外にも、年金が少なくて

利用料負担が大変だ、介護保険の負担が大変

だという方がたくさんみえると思います。そ

ういう人も含めて介護保険の利用料負担を軽

減する、そういう制度をぜひつくっていただ

きたいと思うんです。市長選も行われますし、

そういうところで政策を入れていただいてぜ

ひとも進めていただきたい。そのことが、今、

介護保険、２割にするとか３割にするとか、

国の審議会などで進められております。２割

負担が現行でも行われております。こういう

ことが全般にかかってくるような介護保険に

なっております。そんなところへ障害者制度

も一緒にされたらほんとうに大変だと思うん

です。そういうことで言えば、ほんとうにそ

ういう減額制度をつくっていくことが、今一

番そういう流れに対抗できることではないか

と思います。よろしくお願いします。



県政・市政の批判的検証を

県政・市政の批判的検証を

-42-

5 . シンポジストからの発言

今日は話を伺っていて、私は自分が書いた原

稿で呼ばれたのでその限りでしかお話ができ

ないわけですが、ほんとうに生活の場面でど

れだけ多くの問題が山積しているかというよ

うなことをむしろ勉強させていただきまし

た。ありがとうございます。

　何でそんなことを言うかというと、私自身

の研究の上では、はっきり言いますけど、名

古屋市政研究は興味なかったんです。私、ずっ

と日本福祉大学におりまして、その後大阪へ

行ってまたこっちへ戻ってきましたけど、

もっぱらやってきたのは中部新国際空港問題

だとか、万博だとか、名古屋南部コンビナー

ト開発とか、いわゆる地域開発の批判研究な

んです。それから、愛知県の地方計画が、こ

の地域を非常に高度成長期以降大きく変えて

きたというようなテーマでずっと研究をやっ

てきたものですから、その中で見ていてわ

かったのは、桑原知事が県政のドンといわれ

ていた時代ですけれども、当時三位一体体制

と呼ばれたのが、愛知県、名古屋市、それか

ら中部財界が一体となって構想を組み立てて

この地域の開発の推進をやっていました。実

は本山革新市政の誕生でそれが一担崩れたん

ですけれども、名古屋オリンピック問題でま

たそれがもとへ戻ってしまったというような

ことをずっと研究対象として地域開発を批判

する研究をしてきました。そうした都市・地

域開発の決算書づくりとかいろんなことで、

中部新国際空港も万博の附随事業でやっと出

来たみたいなものだなどと分析してきまし

た。ただ、そうした県政の批判的検証の中で、

名古屋市政研究は別のグループにお任せして

いたということがあって、今回、初めて今の

グループの中で名古屋市政研究のところに参

加したものですから、正直いって名古屋市の

市政の具体的な状況を存じ上げておりませ

ん。これから勉強しないといけないと思って

いますけど。

　ですから、何で大阪都構想に次いで中京都

構想みたいなものが大村・河村連合で出てき

たかという、こういう話は非常に、必然性と

虚構性、幻想性みたいなことは、前にも東海

研究所の報告書の原稿で書きましたけど、そ

ういう問題はコメントできるんですが、ほん

とうに生活の場におりたような問題で、具体

的なまとめのコメントはできません。

　ただ、私もつい最近後期高齢者の仲間入り

してしまいましたが、感性がもう大分にぶっ

ていますが、またぞろ、夢をもう一度という

んでしょうか、万博で味をしめたものですか

ら、アジア博覧会というプロジェクトを持ち

込んで、それとリニアと結びつけて地域活性

化を考える。それからもう一つは、大体そう

いう問題が起きてくると、愛知県政の枠組み

の中に名古屋市政もぱかっとはめ込まれてし

遠藤 宏一
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まう。その枠組みの中で動くというような構

造がどうもありそうなんですよね。今までの

勉強の限りで考えると。だから、今僕も及ば

ずながらリニア新幹線問題は訴訟団のサポー

ターになってカンパもしていますけど、そう

いう大きな動きにあわせて急遽、愛知県は第

８次地方計画策定に入りましたし、一方、名

古屋市はそれとは全然別の都市構想のプラン

をつくっていたんですが、結局それに引きず

られて名古屋市もまた第６次総合計画を１年

おくれで慌ててつくりましたよね。そういう

総合計画をつくる力は市の行政にはものすご

く蓄積はされているのは間違いないんです

が、そういう形でどうも県と市の枠組みが、

再びかつてのような構造になりつつあるので

はないのかなと思います。特に例の国際展示

場問題はじめいろんな問題で、今名古屋市の

場合は愛知県から投げかけられるボールで

もっておたおたしているようなところがあっ

て、それで、唯一、名古屋城天守閣の木造建

設で目玉をつくろうかとやっているようなと

ころが見えるのですが、そういう問題も含め

て、そういう大きな枠組みの話をこれからも

勉強していきたいとは思っているんです。た

だ、同時にやっぱり今日の話を伺っていて多

少の決意表明みたいな話で申しわけないんで

すが、生活のレベルで何が起きているかとい

うことをもうちょっとちゃんと勉強するよう

なことをしないといけないなと思いました。

　私が最後にお伝えしたいことは１つです。

すべての大人は子どもの声の代弁者でありた

いということです。今日、４人の指定された

発言者の中で、そのうち３人は子どもにかか

わる発言でした。その後のフロアからの発言

で１１人とありましたけれども、そのうち４

人の方が子どもにかかわる発言でした。これ

だけ多くの方が子どもの声を代弁していると

いうことに力強さを感じました。「障害者を

抜きにして障害者のことを決めるな」という

スローガンがわりと広く知られるようになり

ましたけれども、同じように、「子どもを抜

きにして子どものことを決めるな」と私は言

い続けたいと思っています。とはいえ、子ど

も施策に関して、中高生なら自分の気持ちや

願いをしゃべることはできても、乳幼児施策

に関しては難しいですよね。ですので、より

代弁をすることが必要になってくると思いま

す。

　誰が代弁するか。親御さんに子どもの声を

しっかり聞けといっても、働く困難が生じて

いたり、生活が苦しかったりします。今日の

話にもありましたけれども、そんな中で適切

に子どもの声を聞くためには、大人の働く条
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件をよりよくしたりとか、生活をよりよくす

ることがどうしても必要になってきます。そ

うしたことを踏まえなければ、乳幼児の声、

赤ちゃんの声を適切に聞くことはできないと

いうことを改めて確認をしたい。では、どう

するか。国あるいは行政、あるいは社会に対

して代弁しなきゃいけないだろうと考えてい

ます。保育園の保育者の話を聞くと、変な言

い方ですけれども、よく事故を起こさないで

いられるなと言わざるをえない深刻な現場に

なっています。ほんとうに苦労して、手弁当

も含めて働かれている現実があります。学校

の先生もそうでしょうし、いろんな福祉の現

場もそうだと今日改めて思いました。そんな

中で、子どもたちに対して、ほんとうの声を

聞き取るためのふさわしい専門職のあり方、

労働条件、あるいは賃金というものを追求し

なければいけないと私も強く思いました。

　子どもの権利条約が批准されてしばらく経

ちますが、それを踏まえて、実は昨年、児童

福祉法が改正されました。児童福祉法の改正

自体は５０回以上改正されているんですけれ

ども、昨年改正されたのは、総則、理念、原

則の部分が変わったんです。１つは、子ども

の権利条約を踏まえて意見を聞くこと。国民

は全ての子どもたちに対して適切に意見を聞

くこと。そして、最善の利益を考慮すること

が原則になりました。しかし、一方で、その

子どもを育てる第一義的責任は保護者にある

ということが明確化されてしまったんです。

親に対してこれ以上子どもを育てる責任を追

いやるのか。この改正については、一部権利

条約を織り込んだ点では評価しますが、一部

保護者責任を強調した点で私は残念に思い続

けています。私も子どもの声の代弁者たるべ

く活動していきたい。最近、私も新聞とかテ

レビとかに出ることが増えてきまして、そこ

でも再三子どもの立場に立って発言をしたい

と思っています。今日の発言の中でも、イン

ターネットを活用して自分の思いを表現する

という方法、あるいは、インターネットが苦

手でも人にしゃべるという方法で行こうじゃ

ないかという発言もありました。そういった

中で、今日の発言、皆さんの発言を聞いて、

ひどい実態であるとか怒れる実態であると

か、あるいは悲しくなるような話もありまし

たけれども、一方で、皆さんの発言をお聞き

して心強くも感じました。老いも若きも、皆

さん、力を合わせて子どもの声の代弁者に

なっていただきたいと思いますし、私も子ど

もの福祉に限らず、社会福祉の研究者として

努力していきたいと思います。
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　貴重なご意見、ご提案もいただいてありが

とうございます。

　今、中村先生からもありましたが、保育や

教育など子どもにかかわる問題は今日大事な

テーマです。減税の陰で誰が犠牲になってい

るのかというところに光を当てることができ

たのではないかなと思います。図書館の問題、

保健所の問題、交通の問題等々、ほんとうに

いろんな分野で、同じような時間をかけて専

門家の先生を招いて議論しなければいけない

問題があります。今日は中村先生をお招きし、

保育の問題、特に子供の貧困という、ほんと

うに社会的に解決が求められるテーマがある

ときに、名古屋市政は何をしているのかとい

うことで今日はシンポジウムを開きました。

保健所の話も出ましたが、全ての分野につい

てこういう企画をひらきたい思いです。それ

ぞれのテーマごとに重い課題があるのに、と

にかく職員を減らすのが今年は何人と決めま

したからよろしくと、それだけでどんどん進

んでいこうとしているのがいまの名古屋市政

です。そのことが皆さんに伝えられたらと思

います。いろんな分野の問題の根っこにある

「減税行革」というものを、ぜひみんなで変

えていきたい。

　保育園も特養ホームも足りないという話が

ありましたが、行革の中には土地を売り払う

お金というのも入っています。土地を売り払

うというのは減税のためだと。この８年間で

名古屋市は、面積はすぐ出てこないんですが、

金額ははっきりして、２４４億円土地を売っ

ています。全てが市内の土地とは限りません

けれども、保育園や特養ホームを建てる可能

性があった土地も、とにかく処分しろという

形で進められていなかったのか？皆さんと考

えていく必要があります。

　市長は、お金お金と言いますが、ほんとう

にお金のことを考えているのか、費用対効果

で一番効果のある施策をしっかり打っていく

ということが大事だと思います。敬老パスの

話が出ましたが、私はよく敬老パスの議論の

ときに使わせてもらいましたが、予防福祉と。

困った人だけ助ければいいという所得制限の

考え方がありますが、敬老パスのように、多

くの人に健康なうちに使ってもらってこそほ

んとうに大きな効果を発揮する施策というの

があります。中村先生からも、保育というの

が貧困の予防のために有効な施策だと。そこ

にお金をつぎ込むことが、全体として財政に

も貢献するというお話がありました。それを

ほんとうに考えているのか、と市長さんにぜ

ひ言いたいですね。

　これだけ子どもの話が出ているのに、こう

いうテーマで市長を呼んでくると何をしゃべ

ると思います？　わしは子ども応援委員会を

つくったでよと。それだけなんですよ。スクー

山口 清明
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ルソーシャルワーカーは私も大事だと思いま

すし、スクールカウンセラーも大事だと思い

ます。ただ、彼は、わしは学校の先生は信用

せん、嫌いだと。先生を増やさずにそっちは

やると。自分の興味のある施策はそうやって

言うんですけれども、全体として冷静に見渡

して、名古屋市には何が必要かとは考えない。

いじめの問題では南区、西区と２生命の失わ

れる事件が続いて、２度つくった名古屋市の

報告書はどちらも「少人数学級の推進」と書

いてあるんです。ところが、それをやろうと

しない。自分の思いつきにこだわるという政

治はやっぱり変えていかなければいけないと

思います。言葉遣いや服装だけではなくて、

市長がやってきた政策を冷静に検証して、問

題点を明らかにしていくために頑張りたいと

思います。

　今日は港区まで来ていただきましたが、港

では、災害を防ぐ、高潮防波堤を改修するこ

とができました。国の悪政から市民を守る防

波堤に名古屋市政がなれるように、私たちも

皆さんと力を合わせて頑張りたいと思いま

す。ありがとうございました。
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6 . 閉会のごあいさつ

　本日の参加者は１４０人を超えました。あ

りがとうございました。シンポジストの遠藤

先生と中村先生には大変示唆に富んだ問題提

起をいただきました。また、現場の実態報告

や参加者の皆さんからの鋭いご質問、ご意見

をいただきまして、こうした皆さんの熱心な

討論によって、河村市政の実態と本質の一端

を浮き彫りにすることができたと思います。

　名古屋城天守閣の木造復元などの大型事業

に熱中する一方で、市民税減税をテコに、「行

政改革」と称して民営化や民間委託を進め、

福祉、暮らし、教育を後退させる。こんな市

長はかえなければなりません。そのチャンス

が４月の名古屋市長選挙です。今、河村市政

の刷新を求める動きが保守・革新を問わず起

こっています。日本共産党も加わる「革新市

政の会」は、市長選挙に立候補を表明されて

いる前副市長の岩城正光さんと意見交換を進

めておりまして、今月中旬に発表される予定

の岩城さんの具体的な政策を見きわめた上

で、岩城さんを支援するかどうか決めたいと

のことです。

　ですから、今日の段階では共産党市議団と

して誰を推して市長選挙をたたかうかは申し

上げることはできませんが、私たちは、市民

が主人公の福祉・暮らし・教育優先の名古屋

市政への転換を目指して、幅広い共同・共闘

を追求して全力を挙げる決意です。最後にこ

のことを申し上げて閉会の挨拶といたします。

日本共産党名古屋市会議員団

団  長 　田口 一登
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名古屋市会 2017 年 2月定例会
緊急報告

3月 7日　日本共産党の代表質問

田口一登市会議員
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北区
岡田ゆき子
TEL915-2705

守山区
くれまつ順子
TEL793-8894

港区
山口清明

TEL651-1002

昭和区
柴田民雄

TEL858-3255

南区
高橋ゆうすけ
TEL692-4312

天白区
田口一登

TEL808-8384

中村区
藤井ひろき
TEL411-4161

緑区
さはしあこ
TEL892-5190

中川区
江上博之

TEL363-1450

西区
青木ともこ
TEL532-7965

中区
西山あさみ
TEL263-0500

名東区
さいとう愛子
TEL704-1928



住民が主人公の市政に
力を合わせてがんばります

検証! 河村名古屋市政 
市民税減税の本当のねらいは？

河村名古屋市政 
市民税減税の本当のねらいは？

ご意見・ご相談はお気軽にどうぞ
日本共産党名古屋市会議員団

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号名古屋市役所内
TEL052(972)2071　FAX052(972)4190

ホームページをご覧下さい　http://www.n-jcp.jp/

シンポジウムの開催および記録等作成には、政務活動費を活用させていただきました。

2017 年 3月発行
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